
｢人はなぜ花を愛でるのか」というタイトルの本が上梓されるほど、この

問いへの答えははっきりしない。

万葉集と聖書では登場する植物が違う。万葉集の歌によく出てくる植物は

というと、上位から萩、梅、松、ススキだ。聖書にはブドウを筆頭にコムギ､

イチジク、オリーブなど実用的な植物が多く登場する。では日本人のほうが

花好きかと言えば、そうともいえない。古代エジプト人は朝に咲き夕方には

閉じるロータス（睡蓮）の花を見て、太陽神はロータスの花から生じたと考

え、太陽神の代理のファラオの頭部はロータスの上に描かれた。睡蓮はエジ

プトからギリシアに伝わり、インドでハス（蓮）とともに仏教にも取り入れ

られ、蓮華（れんげ）は中国美術にも大きな影響を与え、仏教とともに日本

まで来た。

太古の植物は、葉を食べる昆虫とは敵対関係にあったが、進化の過程で花

粉を媒介してくれる虫と友人関係になる。昆虫や鳥の注意を引く花の形、色､

香りは、人間の感覚にも好ましいものが多いが、それだけでは冒頭の問いへ

の十分な説明とは言えない。

謎の画家バンクシーが2003年にパレスチナで描いた、覆面の暴徒が花束を
投げようとしている絵に見られるように、花は平和のメッセージだ。自らの

気持ちが届かない絶望をふり払い何とかして伝えようと、思う相手や死者に

対して伝えたい気持ちを託す最後の手段と思い定めた儚い花を、人は愛おし

く感じるのかもしれない。

[巻頭言]

花博に寄せて

河村正人
公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会事務総長

[巻頭言］花博に寄せて 河村正人 1
[特別論文］｢集中」と「分散」を巡るラプソディ 谷口 守 2
[論文］賃貸住宅市場における市場シェアと家賃の関係

鈴木雅智・清水千弘 10
[論文］自動運転車の普及と住居地選択 平松 燈 20
[論文］災害リスク情報と地域間人口移動 直井道生 28
[海外論文紹介］木造住宅のサプライチェーンにおける CO2排出ホット

スポット分析 今田青冶 36
エディトリアルノート 8
センターだより 40 編集後記 40

目次●2024年夏季号No.133



2 季刊 住宅土地経済 2024年夏季号 №133

谷口 守

｢集中｣と｢分散｣を巡るラプソディ
x-minute cityとRX(Real Space Transformation)のハーモニーを

特別論文

はじめに

筆者は都市構造論を中心的な専門領域として

いる。わが国が人口減少を迎えるなかで生じる

諸課題に適切に対処するための手法は多岐にわ

たるが、基本的な方向性として都市のコンパク

ト化政策が避けられないことをさまざまなデー

タによって示してきた。本稿ではこのようなコ

ンパクト化のスタンスを仮に集中論と呼ぶこと

にする。

一方で、およそ3年の長きにわたるコロナ禍
を経て、それとは対極の分散論も散見されるよ

うになった。危機は社会におけるさまざまな課

題を先取りして露見させる。いや、危機が去っ

て落ち着いて振り返って見た際、何が適切な判

断であったのかということこそが露見するのか

もしれない。本稿ではそもそも議論自体が嚙み

合っているとは言えない都市構造の集中論と分

散論を同じ俎上に載せ、客観的なデータに基づ

いていくつかの私見を述べる。

1分散論の甘い誘惑

今思い返してみても、COVID-19の感染が確
認された当初のころの社会状況はきわめて特殊

であった。2020年春の最初の緊急事態宣言時は
突然の学校休講をはじめ、在宅勤務の徹底がは

かられた。これは未知なる COVID-19に対する
強い恐怖感を社会全体が共有したことによるも

のといえる。このような社会状況のなかで2020

年6月18日に当時の安倍首相が記者会見で以下
のコメントを発出することになる。｢集中から

分散へ、日本列島の姿、国土のあり方を、今回

の感染症は根本から変えていく、その大きなき

っかけであると考えています｡」これは、首相

の発言でもあったため、分散論にいきなりお墨

付きが与えられたということとなった。

この発言は政治的にはきわめてセンスの良い

動きと評価されよう。なぜなら、これを聞いた

誰もが自分のところに何かしら分散して新たに

来てくれるものがあるかもしれないと思わせる

からである。特に東京以外の大多数の地方にと

っては、東京一極集中が終わり、自分の地域の

人口が増え、産業が活性化するのではという期

待を抱かせるものである。分散論というものは､

このように広くその言説に「うまみ」を感じさ

せる麻薬のような要素を持っている。このため､

科学的な根拠がなくともさまざまな立場の者に

よって乱用される危険性がきわめて高い。某省

庁に至っては、｢人口密度が高い都市を避けて

分散型の社会を」という広報資料を何の根拠も

なく速やかに出していて、それは単なる忖度だ

ったのかもわからないが。

少なくともこのような捉えどころのない分散

論を科学的に議論するためには、研究者として

は対象をデータとして捉えることのできる要素

へと因数分解する必要がある。このため、筆者

は以前から分散を⑴地方への分散、⑵郊外への

分散、⑶オンラインへの分散の3要素に分けて
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たにぐち・まもる
1961年兵庫県神戸市生まれ。京
都大学工学部卒。京都大学大学
院工学研究科博士単位取得退学｡
工学博士。京都大学工学部助手､
カリフォルニア大学客員研究員､
ノルウェー王立都市地域研究所
研究員、岡山大学環境理工学部
助教授、教授等を経て、現在、
筑波大学システム情報系社会工
学域教授。

その動向を観察していた1)。また、このような

捉えどころのない分散論の心理的受容を促進す

ることとなった「密度＝集中による感染の恐

怖」についても、その振り返りによる事実に基

づく検証が今となっては求められる。

2データが見せる真実

まず、人々が感染の恐怖として感じた密度

(集中）が、実態として本当に感染に影響した

のかを確認してみる。ちなみに、COVID-19の
感染拡大初期には、分散論をあらかじめ裏付け

ることを目的としたようなデータ分析事例が少

なくなかった。それらの中には実質的にはある

時点での夜の街の影響を、都市の密度の影響と

誤認した見かけの相関に基づいて考察したと思

われるものも含まれる。また、感染リスクを避

けられるという思い込みから、公共交通から自

動車へと交通手段選択がシフトしたことも顕著

な現象であった。

一方で、観測データや科学的な分析が蓄積さ

れるにつれ、都市の居住密度が感染に寄与して

いるわけではないことが各所で客観的に提示さ

れるようになった2)。特に感染の直接の原因と

なっているマスクのない「接触の密」が、｢都

市の密度（集中)」と区別されずに混同されて

いる点が緻密なデータ解析によって啓発される

に至っている。このことは、そもそも世界で最

も分散した都市構造を有し、自動車依存の米国

でいちばん感染が著しかったという事実を鑑み

れば、分散論の虚構はおのずと明らかであった｡

メディアを通じたさまざまな情報に基づく印象

から、パンデミックは人々の冷静な判断を奪っ

たのである。

なお、この問題については上記のような分析

による類推や、国によって状況は異なるといっ

た不毛な討論を行なうまでもなく、すでに事実

としてのデータに基づいて容易に現象を把握す

ることが可能になっている。具体的には、2023
年5月の段階で COVID-19感染は5類移行とい

う扱いで区切りがついたため、それまでの感染

データをまとめて見れば真の回答が得られるこ

とになる。以下、図1に5類移行に至るまでの
都道府県別の感染率をその人口密度と対比させ

た散布図を示す。このきわめてシンプルな図が

示す通り、密度（集中）は感染の程度にまった

く影響を及ぼしていない。なお、沖縄県のみが

例外的に高い感染率となっているが、これは国

境閉鎖の影響を受けなかった米軍基地の存在に

よるものと説明できる。このようにパンデミッ

クというものは人口密度の影響を受ける余地が

ないということは、実は過去のスペイン風邪の

際にも検証済みである3)。

それでは分散の中でも期待された「⑴地方へ

の分散」は実現されたのだろうか。このことは

すでに各種報道などでも指摘されているとおり､

残念ながら実現されることはなかった。コロナ

禍中において、対東京都で人口の転入超過とな

ったのは、図2に示す埼玉県、神奈川県、千葉
県の3県のみである。すなわち、｢⑵郊外への
分散」が促進されたことになる。コロナ後は東

京都への流入が再加速しており、結果的にはコ

ロナ禍を経て東京が大都市圏としてさらに肥大

したという当初の期待とはまったく逆の現象が

生じたことになる。

地方移住促進のための効果的政策を打てずに

いるなかで、単にコロナ禍というだけで地方移

住が進展することを期待するのはあまりに甘か

ったということになる。なお、コロナ禍中にコ

ロナを意識して転居した人は、そうでない人よ
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図1 都道府県の人口密度と COVID-19感染率の関係

注）感染者数は厚生労働省 ｢新規陽性者数の推移 (日別）オープンデー
タ（～2023年5月8日)｣、面積は国土地理院「令和2年1月全国都
道府県市区町村別面積調｣、人口は総務省統計局「令和2年国税調
査」を元に谷口守研究室で作成。

図2 対東京都の転入超過数の推移（2010‒2023年）

出所）住民基本台帳人口移動報告より作成。
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り広めの住宅を志向するなど、通常期とは異な

る郊外移住のパターンが観察される4)。このこ

とはコロナを意識して居住地や家屋を選べるご

く一部のゆとりある転居者と、そうでない転居

者の格差の発生をも意味していた。

なお、｢⑶オンラインへの分散」については､

コロナ禍以降テレワークへの一定の定着が見ら

れていることがすでに各所で報告されているた

め、本稿での言及は避ける5)。その一方で、感

染への過剰な恐怖のため、公共交通から自家用

車へと交通手段の転換が発生しただけでなく、

コロナ後となって生じた交通量のリバウ

ンド増加の多くも自動車へと流れてい

る6)。在宅業務の増加に伴うオンライン

ショッピングの増加によって物流交通も

増加していると考えられ、これら実際に

発生した交通の分散現象は、持続可能な

社会を目指すうえで適切にマネジメント

された望ましいものとは言いがたい。

3危うい集中論

以上のように、結果的に分散論に対す

る批判的見地からの言及が続いたが、か

といって集中論が市井において適切に理

解され、望ましい形で政策導入されてい

るかといえば、こちらもたいへん心許な

い。国土交通省が実施した一般市民への調査に

よると、集中論を政策として体現するコンパク

トシティという用語を聞いたことがないという

人は4割にのぼり、内容をよく理解していると
いう人は1割にも満たない7)。筆者の研究室で

はさらにこのコンパクトシティ政策の内容を理

解しているという回答者を対象に、そもそも政

策が正しく理解されているのかを確認する少し

意地の悪い調査を行なった8)。一つの捉え方と

して、表1のような誤認回答の線引きを行なっ
て検討を加えたが、その結果は衝撃的ですらあ

る。

まず、自分はよく理解していると回答してい

る人ほど、その内容について正しいとは言えな

い理解をしている割合が高かったのである。コ

ンパクトシティ政策の中心概念は一言で言えば

市街地外延部に広がるスプロールを防止する政

策である。また、それにあわせて集約エリアに

は必要な再投資を行なうことも期待される。そ

れに対し、中山間地域から人を撤退させる政策

であるとか、都心にタワーマンションを建てる

政策であるとか、都市をデジタル化する政策で

あるといった本来の主旨とは異なる回答を行な

う人が、それぞれ図3に示すように少なくない



「集中」と「分散」を巡るラプソディ 5

表1 政策内容に関する設問項目と誤認回答の判断基準

図3 設問項目ごとの誤認割合

Q.あなたはコンパクトシティ政策をどのような政策だと思いますか、次の項目にお答えください

No. 文章
形式

　　　　　　　　　　　回答尺度

設問項目
そう

思わない
あまり
そう
思わない

どちら
でもない

やや
そう思う そう思う

①
原文

都市にある交通や都市施設などの日常
生活を支える機能を集める場所（都心）
をつくる政策である 誤認している 誤認とはいえない

略称 生活機能集約政策

②
原文 都市にある住まいを集める場所（居住

地）をつくる政策である 誤認している 誤認とはいえない
略称 住まいの集約政策

③
原文 土地の利用方法の見直しと交通機能の

整備を掛け合わせた政策である 誤認している 誤認とはいえない
略称 土地・交通整備政策

④
原文

中山間地域から交通や都市施設などの
日常生活を支える機能を撤退する政策
である 誤認とはいえない 誤認している

略称 中山間生活機能撤退政策

⑤
原文 中山間地域から住まいを撤退する政策

である 誤認とはいえない 誤認している
略称 中山間住まい撤退政策

⑥
原文 都心にタワーマンションを建設する政

策である 誤認とはいえない 誤認している
略称 都心タワマン政策

⑦
原文 都市にデジタル技術（人工知能やIoT

技術）を導入する政策である 誤認とはいえない 誤認している
略称 都市デジタル政策

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(％)

　

政
策

⑦
都
市
デ
ジ
タ
ル
化

　

政
策

⑥
都
市
タ
ワ
マ
ン

　

政
策

⑤
中
山
間
住
ま
い
撤
退

　

政
策

④
中
山
間
生
活
機
能
撤
退

　

政
策

③
土
地
・
交
通
整
備

　

政
策

②
住
ま
い
の
集
約

　

政
策

①
生
活
機
能
集
約

割合で存在した（設問には含めていないが、商

業施設政策である中心市街地活性化も、コンパ

クトシティ政策に含めることは適切ではない)｡

さらに驚いたことに、それらの誤認割合は学歴

が高く、また行政を信頼している個人ほ

ど有意に高くなっていた。

このことは国のみならず、コンパクト

シティ政策を現場で牽引するはずの地方

自治体から、わかりやすく正しい情報が

一般市民に向けて発信されておらず、受

け取る側もそもそも興味がないことを意

味している。その原因は多岐にわたるが､

集中論を体現するだけの都市計画主体が

有する権限自体が極めて弱いことも、そ

の正しいメッセージが伝わらないことの

一因といえよう。

4x-minute city という名の散逸

コロナ禍に伴ってテレワークが普及し、在宅

時間が長くなったことで、世界の都市住民は自

宅回りが日常生活をおくるうえであまり便利で

はなかったことに初めて気づいたようだ。この
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ことで、都市構造を巡る議論に x-minute city
という新たな概念が付け加えられることになっ

た。パリ市で提唱された15分都市など9)、現在､

世界各地の大都市圏では、居住地から徒歩・自

転車で x分以内に必要なサービスが受けられ
るような都市構造を目指すことが一つのファッ

ションになっている。

筆者の個人的な好意的解釈は、今まで鉄道駅

などの拠点ベースのコンパクト化しか頭になか

ったところが、居住地ベースへのコンパクト化

という概念が提示され、集中論でカバーする領

域が広がったという理解でいる。ただし、それ

は記載されている通り「徒歩・自転車による範

囲内｣という条件付きである｡交通手段を徒歩・

自転車に限定するのであれば、都市の範囲を居

住地からそれほど大きく拡大させることは現実

的ではないためである。

一方で、過去に東京大都市圏で実施された

パーソントリップ調査の結果を解析すると、わ

が国ではパリ市の提唱を待たずとも、郊外居住

者ほど15分以内に生活行動を完結させている。
ただしそれは徒歩・自転車によるものではなく､

自動車によるものである10)。また、コロナ禍中

の交通行動調査からは、実際に居住地回りの交

通行動が増加しているが、テレワーク従事者ほ

ど以前より自動車依存の傾向が強まったことも

証明されている11)。これらのことから、日本の

大都市圏ではすでに15分都市圏が実質的には成
立しているが、それは集中論に投影されるよう

な秩序はなく、また論理的に構造化された分散

論にも依らず、単なる散逸状況の劣化が進んで

いるだけでしかない可能性が読み取れる。

5必要なのはRX(Real Space Trans-
formation）

また、xには自由に数値を入れられることか
ら、x-minute cityが体のいい詭弁ツールに陥
らないよう、その扱いにも注意が必要である。

ｘをなるべく小さい数字にしたいということは

万人の願いであろう。ただ、分散居住をしなが

ら xを小さくしてほしいと求めることは一種
の暴力といえる。かつて交通権に関する議論が

喚起された際、土地利用の縛りがきわめて弱い

わが国の散漫な都市構造のなかで、誰もが居住

地での交通権を主張するならば、散逸と交通負

荷増大が連鎖するディストピアの出現を招くこ

とが指摘されていた。交通権は土地利用がきち

んとコントロールされた集中論に基づく社会で

こそ意味を持つ概念なのである。

最近ではこれと似た話として、デジタル技術

に基づく自動運転が普及すると、分散して住む

ことが可能になるという安易な主張をする研究

者も散見される。人口減少社会のなかで、それ

だけ広域に展開する居住地での生活を支えるだ

けの新たなインフラコストを誰がどう支えると

いうのだろうか。また、完全自動運転であれば

迎えに来てもらうための空走運転も従来の交通

行動に加えて発生するため、同じ都市構造であ

っても CO2排出量といった環境負荷も従来交通

よりも大きくなってしまうことにも留意が必要

である12)。これらの諸課題を最小化するような

効率的な分散型社会を目指すとしても、その基

盤となるデジタルテクノロジーを海外に依存し

たままでは国内の富が流出しつづけるという別

次元の問題もある。現在の年間のデジタル赤字

は5.5兆円にものぼり、その額は5年前の倍に
なっている13)。都市のスマート化促進（DX）
も研究テーマとして重要ではあるが、実空間を

再構築する x-minute cityの取り組みとあわせ､
むしろ今求められているのは、徒歩スケールの

実空間に人を取り戻すための RX (Real Space
Transformation）の試みではなかろうか14)。そ

れも拠点発ではなく、集約された住まい発のも

のとして。

おわりに

なお、集中論に対する誤解の一つとして、縮

退という用語でコンパクトシティ政策が語られ
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ることで、都市が小さく縮んで衰弱していくか

のようなイメージを持たれてしまっていること

にも問題がある。それは大きな誤解であり、し

っかりと投資をかけながら再構築していくこと

が多くの事例が示す成功の秘訣である15)。また､

地方分権の流れのなかで、各市町村が独自にコ

ンパクトシティ政策にバラバラに取り組んでい

る限り、本来必要な広域的視点に基づく都市構

造の構築は進めようもない。地方分権に対峙す

る仕組みをどう構築できるかということが実は

今問われているのである。

少し考えれば誰しもが思い当たることだが、

集中論を推進するには協調を求めるがゆえの負

担を周囲や関係者に強いる要素がある。それに

対し分散論をぶちあげるには何のコストも要せ

ずに、むしろばらまき政策的な人気取りにもつ

なげることができる。これだけを見ても曲学阿

世の者が分散論に走る素地が十分に準備されて

いることは明白である。すぐ甘いものに手を伸

ばしてしまう糖尿病患者の如く、スプロール化

した分散型都市圏をわれわれは形成してきた。

その反省のうえに人口減少社会を見据えて導入

されたコンパクトシティ政策であるが、それで

も機会さえあれば、言葉を変え品を変え、甘い

ものに手を伸ばしたい誘惑に多くの人が駆られ

ている。滅びに通じる門は広い。われわれは狭

き門より入らねばならない。狭き門を経て、住

まいからの新たな x-minute cityが RXを通じ
て賑わいを取り戻せることを期待したい。

最後になったが、本稿の作成においては日本

国土開発未来研究財団の研究助成を得た。記し

て謝意を申し上げたい。
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人口減少が進み空き家問題が顕
在化している日本では、住宅スト
ックの有効活用の点から住宅市場
の構造を理解することは重要であ
る。日本における住宅市場の定量
的分析は十分なデータが存在する
需要サイドの分析が多いが、鈴
木・清水論文（｢賃貸住宅市場に
おける市場シェアと家賃の関
係｣）は、賃貸住宅市場の供給構
造に焦点を当て、賃貸住宅市場に
おける経営・管理の市場シェアと
家賃の関係を定量的に分析した貴
重な研究である。
日本の賃貸住宅は相続税対策と
して建設されることが多い。また､
少なからず所有者は経営・管理を
賃貸住宅事業者に委託し、かつ空
室リスクを考慮してサブリース契
約を結ぶ。このとき、各物件の家
賃は、その事業者が管理する物件
全体での長期的な家賃収入の最大
化を踏まえて決定される。
特定の事業者に経営・管理が集
中する独占的状況は、市場に歪み
をもたらす。理論的には、大手事
業者が価格支配力を持ち、家賃を
水準より高く設定する場合、それ
に合わせ市場全体の家賃も高止ま
りすることが予測される。一方で､
大手事業者が家賃を引き下げ、あ
わせて市場の家賃水準が下がる可
能性もある。例えば、サブリース
契約では、入居状況にかかわらず
所有者に安定した収入を保証する
ため、高い家賃で空室のまま放置
するより、家賃を下げてでも空室
を回避するインセンティブが働き､
市場での家賃水準は下落する。
鈴木・清水論文では、ある大手
賃貸住宅事業者の住戸数シェアに
着目し、市場シェアと家賃の関係

を市区町村レベルのデータを用い
て分析している。こうした独占的
状況を想定した住宅関連の先行研
究はそれほど多くなく、それらの
先行研究も住宅金融市場や持ち家
市場を対象としたものであるため､
賃貸住宅市場を対象とした本研究
の貢献は大きい。
回帰分析による推定では、被説
明変数として、自治体ごとの平均
家賃水準と、大手事業者の家賃プ
レミアム率を用いている。家賃プ
レミアム率については、築年数を
考慮した、市場家賃推計値と大手
事業者の家賃推計値の差を用いて
自治体ごとに計測される。
キーとなる説明変数である大手
事業者の市場シェアは、非常にユ
ニークなデータであり、自治体ご
とに、ある大手事業者の管理物件
戸数を（2020年1月現在）全体の
賃貸住戸数で除したものである。
分析の結果、大手事業者のシェ
アが高くなると市場全体の家賃が
下がる一方で、家賃プレミアム率
には差はみられないことが明らか
となった。これは、大手事業者が
空室を解消するために自社物件の
家賃を下げ、それにともなって、
市場全体の家賃も低下しているこ
とを示唆している。これらは住宅
金融市場や持ち家市場を対象とし
た先行研究とは異なる結果となっ
ており、賃貸住宅市場構造の特徴
的な傾向が明らかにされている。
こうした結果が得られた背景と
しては、事業者は賃貸アパートを
建設しサブリース契約を締結した
ことで一定の収益が得られるのに
対し、設定家賃の減額による不利
益は所有者負担であり、そのリス
クを事業者がおわないということ

が考えられる。
◉

鉄道や自動車といった技術の進
化による移動手段や交通網の発展
は、移動コストの低下を通じて都
市構造に大きく影響してきた。現
在、自動運転車(Autonomous Ve-
hicle、AV）に関する技術が急速
に発展し、各国で実験や法整備等
実用化に向けての取り組みも進ん
でいる。このＡＶの発展もまた運
転手の負担を軽減するといったこ
とを通じて交通コストの低下をも
たらし、都市構造に影響を与える
と考えられる。平松論文（｢自動
運転車の普及と住居地選択｣）は､
AV技術の進歩と普及が都市の人
口分布と住宅選択に与える影響を
緻密なシミュレーションを用いて
検証したものである。
既存の自動車と比べた AVの
大きな特徴としては、通信機能に
よって速度や走行の最適化がなさ
れ渋滞が緩和される、運転中に余
暇や労働といった他の活動ができ
るといった正の側面と、購入価格
や維持管理コストが高いといった
負の側面がある。また、ＡＶの中
でも、自動運転タクシー( Shared
Autonomous Vehicle、SAV)が普
及すれば公共交通機関の役割を果
たすことになり、都心部の駐車場
用の土地を他の用途に活用できる
ようになる、人件費がかからない
ため安価な移動手段が供給される
といった変化が予想される。
こうした AVや SAVの特徴を
踏まえ、先行研究では、道路上の
自動車交通量、都市駐車場の土地
利用、都市のスプロール化、道路
インフラなど、幅広い社会的側面
が検討され、都市化と郊外化の両
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方の可能性が指摘されている。
平松論文の貢献は、こうした

AVや SAVの特徴を、Anas and
Liu(2007)*によって提示された交
通に関する CGE(応用一般均衡：
Computable General Equilibrium）
モデルに導入することで、既存の
都市に適用可能なモデルを構築し､
AVの特徴を踏まえた緻密なシミ
ュレーションを行なったことであ
る（*27頁参照)。
モデル分析の結果、AVを利用
することによってもたらされるメ
リットとして、収入が増加し買い
物コストが減少すること、AV乗
車時間を余暇として利用するため
余暇時間が減少すること、出張費
用が減少すること、オフィスでの
労働力投入が減少することが示さ
れた。
また、提示されたモデルに基づ
き、運転時間の有効活用、渋滞緩
和、AV保有コスト減、AVシェ
アの増加といった特徴を取り入れ
たシミュレーションが行なわれた｡
その結果、AVの技術進歩や普及
の条件の違いによって、AVが都
市構造に与える影響は異なり、郊
外の人口増加と都心の人口増加の
いずれの可能性もあることが緻密
に描かれている。

AVといった新しい技術の場合､
その導入効果の検証にあっては
データの蓄積がないため統計的な
検証は難しく、平松論文で実施さ
れるようなシミュレーション分析
の果たす役割は大きい。平松論文
でも言及されているように、本研
究のシミュレーションは仮想的都
市で行なわれているため、今後の
展開として実在する都市を踏まえ
た分析が待たれる。

◉
広範囲に甚大な被害が及ぶ地震
や津波がたびたび発生する日本に
おいては、事後的な災害対応と同
様に事前防災の取り組みが重要で
ある。効果的な事前防災対策には､
災害の危険性や被害規模について
の情報提供が不可欠である。直井
論文（｢災害リスク情報と地域間
人口移動｣）は、災害についての
事前の被害想定情報に着目し、災
害情報の更新が、人々のリスク認
知の変化を通じて、地域間人口移
動に与える影響を明らかにしてい
る。地域住民が災害リスクに応じ
た立地選択を行なっているのであ
れば、災害リスク情報の提供は、
危険性の高い地域における転出の
増加と転入の減少といった人口移
動を通じて社会全体の防災リスク
を下げることとなる。
災害リスクと人口移動に注目し
た先行研究は多数存在するが、そ
の多くは大規模災害後の地域を対
象とする研究である。災害発生後
の人口移動に影響する要因は、防
災インフラへの新たな投資、被災
地に対する財政支援、復旧・復興
による労働市場の変化など多岐に
わたり、特定の要因の影響を識別
するのが難しい。直井論文の大き
な特徴としては、災害が起きてい
ない地域を対象とすることで、将
来の災害に対する被害想定の更新
という特定の要因による人口への
影響を明らかにしていることであ
る。
分析対象となるのは、南海トラ
フ巨大地震に伴う津波の被害想定
である。南海トラフ地震に関する
被害想定は2003年に設定されたが､
東日本大震災の発生を受けて2012

年に更新された。直井論文は、こ
うした状況を踏まえ市区町村別の
想定津波高の公表値の変化が人口
移動へ与える影響を検証している｡
被害想定における津波高は沿岸部
のほとんどの自治体で引き上げら
れた一方で、当然のことながら内
陸部では変化していない。直井論
文ではこうした状況を巧みに利用
し、津波の被害想定の変化を説明
変数とする差分の差分（DID）法
を用いた分析を行なっている。す
なわち想定津波高の引き上げがあ
った自治体（介入群）に対する対
照群として、介入群の沿岸自治体
と隣接する内陸自治体を選択して
いる。こうした自治体は介入群に
類似した人口変化のトレンドを持
ちつつ津波被害は予想されない。
分析の結果、想定津波高の引き
上げは対象地域における人口の社
会増減率を引き下げ、かつその影
響は転入の減少と転出の増加の双
方にみられることが示された。一
方で、年齢別の分析結果からは、
65歳以上の高齢層の転入・転出行
動に対する影響は限定的であるこ
とが示されている。
東日本大震災後、防波堤や防潮
堤の建設といったハード面での大
規模な津波対策が行なわれたが、
直井論文で示された結果はリスク
情報の開示というソフト面の対策
も有効なオプションであるという
政策的含意を示すものである。一
方で、高齢層に関して想定津波高
の引き上げが転入・転出行動に影
響しないという事実は、災害に対
して脆弱な高齢層には異なるアプ
ローチの災害対策が必要であるこ
とを示唆している。

（N・Y)
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鈴木雅智・清水千弘

賃貸住宅市場における市場シェア
と家賃の関係

論文

はじめに

人口減少・高齢化に伴い需要が縮小する局面

では、賃貸住宅市場における供給構造の理解が

求められる。住宅には耐久性があるために、長

期にわたり建物として残り続ける。そのためい

ったん供給が過剰になると、既存住宅間の競争

によって家賃（・価格）が下落することとなり

(Glaeser and Gyourko2005)、さらには通常の
家賃・自然空室率での調整には限界があること

から、住宅市場から撤退する動きも進む。

賃貸住宅の供給構造を理解するうえで重要と

なりうるのが、複数の賃貸住宅を管理する「賃

貸住宅事業者」ごとの累積供給量である。賃貸

住宅ブランドごとに物件の品質や特性でセグメ

ント化されており、各事業者の賃貸住宅の需要

には上限があると考えれば、ある地域で大手事

業者の市場シェアが過度に高いことは当該事業

者の物件が供給過剰である状態を意味する。こ

のとき、当該事業者が管理する物件の家賃水準

が低下し、さらには当該地域の賃貸住宅市場全

体の家賃水準低下を引き起こす可能性がある。

本稿では、日本の大手賃貸住宅事業者の市区

町村レベル住戸数シェアに着目し、賃貸住宅市

場における市場シェアと家賃の関係を分析した

Suzuki and Shimizu（2023）を紹介する。既往
研究とは異なり、①シェアが10%高くなると市
場全体の家賃が約3%下がること、②当該事業
者の物件の家賃と市場全体の家賃との間には市

場シェアによる差はみられないことが明らかと

なった。当該事業者の空室を解消するため自社

物件の家賃を下げてしまい、ひいては市場全体

の家賃の低下を引き起こす可能性が示唆される｡

米国の住宅ローン販売・仲介事業における地

域独占に関する既往研究(Ambrose and Conklin
2014; Gan and Riddiough2008) は、市場に大き
な影響力を持つ立場にある賃貸住宅事業者が、

市場家賃をコントロールし高水準に保つ、すな

わち消費者が負担するコストが高まる可能性を

示唆している。Suzuki and Shimizu（2023）の
結果は、日本の民間賃貸市場では逆の関係がみ

られることを示している。

以下、1節では既往研究を整理する。2節で
は分析枠組みを提示し、3節ではデータの概要
と基本傾向を整理する。4節では分析手法を、
5節では分析結果を示す。最終節では結論と今
後の課題を整理する。

1 既往研究

既往研究では、事業者ごとの供給量という地

域レベルの供給構造については、住宅市場にお

ける議論は限定的であった。地域独占の実態に

ついては、地域の賃貸住宅市場における公的セ

クター・民間セクター間の競争の観点から、各

セクターの市場シェアという供給集中度の実態

が分析されてきた（Lennartz2014,2016)。ま
た、不動産仲介市場における独占度と都市規模

との関係についても分析されてきた(Beck et.al
2012; Colwell and Marshall1986)｡ ただし､これ
らの研究は供給集中度や独占度の実態に関心が
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置かれ、家賃・価格との関係は明らかにされて

いない。

一方、地域独占による市場へのインパクトと

して、米国の民間住宅ローン市場における独占

度と手数料との関係が分析され、住宅ローン市

場において、地域内の住宅ローン仲介業者間の

競争は手数料の低下をもたらすことが明らかと

なっている。例えば、Ambrose and Conklin
(2014）は、都市圏レベルでの住宅ローン仲介
業者間の競争環境を各業者の市場シェアのハー

フィンダール・ハーシュマン指数（Herfindahl
-Hirschman Index）を用いて測定し、仲介業者
間の競争が緩和されている場合は住宅ローン取

扱手数料が高いという関係を示している。また､

Gan and Riddiough (2008) は、米国の住宅ロー
ン市場において、情報優位と参入抑止の観点か

ら、独占的な状態にある既存の金融機関がロー

ン申込者に高い金利を課していることを示して

いる。

さらに、地域の不動産市場における供給・管

理戸数の市場シェアに着目した数少ない研究と

して Iwata et al.(2019）があり、東京都心部の
新築マンションにおける空間的な価格競争が分

析されている。各物件から2㎞圏内または4㎞
圏内にある新築マンションの中で当該供給事業

者のシェア（物件価格ベース）が高いほど、当

該事業者の物件の成約価格が高いことが明らか

となっている。

このように、事業者間の競争が激しくなると､

価格水準が低下する、すなわち消費者が負担す

るコストが低下することとなる。これは、住宅

市場に限らず他の市場にも共通するものである｡

例えば、大手スーパーマーケットの参入は価格

水準の引き下げや既存店舗の撤退をもたらすこ

とや、映画館やガソリンスタンドの空間的競合

によって価格水準が引き下げられることについ

ても多くの分析例がみられる。

2 分析枠組み

日本の賃貸アパート市場の特徴として、賃貸

アパートは相続税対策として建設されることが

多い点がある（Mikawa et al.2023)。金融資産
として相続するよりも、低層の賃貸アパートが

建つ土地として相続したほうが、評価額が減額

され相続税負担が軽減する。実際のアパート経

営は複数のアパートを管理する賃貸住宅事業者

に委託され、各オーナーは空室状況によらず一

定の収入が保証されるサブリース契約を結ぶこ

とが多い。このとき賃貸住宅事業者は、自社で

管理する物件全体で長期的な家賃収入の最大化

を考え、各物件の家賃を設定すると想定される｡

一般に、特定の企業が独占する市場構造は、

価格の歪みをもたらすことが知られている。大

手賃貸住宅事業者の市場シェアと家賃の関係に

ついて、2通りの理論的予測を考えることがで
きる。1つの可能性は、大手賃貸住宅事業者に
価格支配力がある場合である。市場シェアが高

いと、当該事業者の市場への影響力の大きさを

活かして、大手事業者家賃がベースライン（市

場の歪みがない場合の家賃水準）より高止まり
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することもありうる。それに合わせる形で、市

場全体の家賃も高止まりする可能性がある。こ

れは、米国を中心とする住宅関連の既往研究と

整合的な結果といえる。

もう1つの可能性は、市場シェアが高いと、
大手賃貸住宅事業者は自社物件の空室を埋めよ

うとする結果として、大手事業者の家賃水準が

ベースラインより引き下げられるというメカニ

ズムである。マーケティング戦略の文脈では、

企業が新製品を導入することで、当該企業の既

存製品の販売量・収益・市場シェアが減少する

ことはカニバリゼーションと呼ばれる。小売事

業者は、自社の店舗数が増えると1店舗当たり
の売上高が減少する可能性があるため、近隣地

域への出店を避けることがある( Nishida2015)｡
これは、賃貸住宅市場の文脈では、市場シェア

が高まると、大手賃貸住宅事業者の家賃水準が

ベースラインよりも引き下げられることに対応

する。すなわち、賃貸住宅ブランドごとに物件

の品質や特性でセグメント化されており、大手

事業者の賃貸住宅の需要には上限があると考え

れば、大手事業者は空室を埋めることを優先し

て自社の家賃を引き下げることになる。サブ

リース契約は、アパートの入居状況にかかわら

ずオーナーに安定した収入を保証するものであ

るため、事業者には高い家賃を設定して空室を

放置するよりも、家賃を下げてでも空室を回避

するインセンティブが働くと考えられる。この

結果、地域全体の家賃相場が下がる可能性があ

る。これは、Suzuki and Shimizu（2023）の推
計結果と整合的なメカニズムとなる。

3 データと基本傾向

3.1 市場シェア
Suzuki and Shimizu（2023）では、市区町村

単位の集計データを分析している。まず、賃貸

住宅管理戸数が多く貸住宅市場に大きな影響を

及ぼしていると考えられる、ある1つの大手賃
貸住宅事業者について、市区町村レベルの市場

シェアを算出している。大手賃貸住宅事業者の

市場シェアは、アパートについて住戸数ベース

で観測され、大手事業者の賃貸住戸数を、市場

全体の賃貸住戸数で除したものとなる。大手事

業者の賃貸住戸数は大手事業者の管理物件デー

タ（2020年1月現在）に、市場全体の賃貸住戸
数はゼンリン住宅地図データ（2021年）に基づ
く。アパート・マンションの区分に明確な定義

は存在しないが、一般に、アパートは3階建て
未満で品質が低く家賃が安い傾向にある。また､

住宅地図データでは住戸の面積は得られず単

身・家族向けの区別ができないため、市場シェ

アは各市区町村に対し1つだけ計算される。
ここで、他の賃貸住宅事業者の市場シェアは

観察できず、1つの大手賃貸住宅事業者の市場
シェアのみが観察できる点に注意が必要である｡

そのため、①大手賃貸住宅事業者の市場シェア
が高い場合には、当該事業者が当該自治体の家

賃水準を決定するうえで支配的な立場にあるこ

と、②大手賃貸住宅事業者の市場シェアが低い
場合には、当該事業者と他の賃貸住宅事業者と

の間の競争環境のもとで当該自治体の家賃水準

が決定されることを仮定していることとなる。

3.2 市場全体の家賃・大手事業者の家賃プレミ
アム率

続いて、株式会社リクルートが運営する不動

産ポータルサイト｢SUUMO｣への掲載物件デー
タを用いて、家賃に関する2つの集計値を算出
している。当該ポータルサイトには、大手事業

者が管理するアパートに加え、他の事業者が管

理するアパートも含まれる。

1つは､市場全体の家賃水準であり､当該ポー
タルサイトに掲載されている単身向け（床面積

20～30m2の住戸）・家族向け（30～50m2の住

戸）アパート別に、市区町村単位での平均値

(平米単価）を算出している。なお、ここでの

家賃は管理費・共益費を含む月額賃料であり、

サンプル数10以上の市区町村のみを対象に、
2022年4月から2年間遡った平均値を用いてい
る。
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もう1つは、市場全体の家賃に対する大手事
業者の家賃のプレミアム率であり、各市区町村

における家賃推計モデルをもとに推計している｡

具体的には、各自治体について、当該ポータル

サイトに掲載されている物件を用いてヘドニッ

ク回帰分析を行なう。家賃を被説明変数とし、

大手事業者の管理物件であることを表すダミー

変数と、各種コントロール変数（築年数、床面

積､駅徒歩分数､建物構造､階数､住宅設備等）

に回帰しており、モデルの説明力（R）の平均

値は、単身向けアパートで0.726、家族向けア
パートで0.753である。このモデルを用いて、
単身向け・家族向けアパートの典型的な物件特

性をもとにサンプル内予測を行ない、自治体 i
の市場全体の平均賃料の推計値 RAi（築年数の

影響を調整済み）を求める。大手事業者の管理

物件における自治体 iの平均賃料（築年数の影
響を調整済み）をRAとすると、大手事業者

物件ダミーは、大手事業者の家賃と市場全体の

推計家賃との乖離RA−RAを捉えることにな

る。よって、 RA−RA /RAは、大手事業者

物件の家賃と市場全体の推計家賃との差分を市

場全体の推計家賃で除した値となり、大手事業

者の家賃プレミアム率を表す。なお、大手事業

者の家賃プレミアム率と市場シェアの関係の分

析では、推計家賃が0～20万円に収まり、モデ
ル構築に100以上のサンプルを用いた市区町村
を対象とする。

3.3自治体規模のコントロール変数
2020年国勢調査（総務省）をもとに、自治体
規模のコントロール変数として、人口（万人)､

人口密度(万人/㎢)、若年人口割合(20歳未満)､
高齢人口割合（65歳以上)、5年前からの人口
の社会増減率（5年前からの社会増減は、他市
町村からの流入から他市町村への流出を差し引

いたものとし、これを2020年の人口で割って社
会増減率を算出している)、自治体ランク（都

市規模が大きい順に、政令指定都市、中核市、

その他市、町村に区分）を用いる。これらの変

数は、地価を用いて自治体レベルでの「生活の

質」(Quality Of Life）を測定する研究群を参
考に設定している。

Roback（1982）は人口、人口密度、人口増
加率を基本的な要因として用いているが、ここ

では人口増加率の代わりに賃貸需要に直結する

変数として社会増減率を用いる。米国の文脈で

は犯罪発生率、失業率が社会経済環境を表す変

数として用いられるが、日本では少子高齢化が

背景として重要であり若年・高齢人口割合の変

数を用いる。Blomquist et al.(1988）は中核都
市を表すダミー変数を用いているが、ここでは

自治体ランクを代わりに用いる。政令指定都市

のように人口密度が高く、他都市からの人口流

入等で人口が増加し続ける都市部では、賃貸住

宅の需要が高く家賃水準も高いと予想される。

3.4基本傾向
表1に、市区町村レベルの基本統計量を示す｡

2020年国勢調査（総務省）に基づく1896市区町
村のうち、単身向けアパートの分析に943市区
町村、家族向けアパートの分析に1277市区町村
を用いている。月額家賃（単価）の平均値は、

単身向けアパート（1711円/㎡）が家族向けア
パート（1363円/㎡）を上回っている。大手事
業者の家賃プレミアムの平均値は、単身向けア

パートで−1.8%（大手事業者の家賃が市場全体
の家賃をやや下回る）と、家族向けアパートの

値（−1.9%）と同程度である。大手事業者の市
場シェアは、単身向けアパートで16.0%、家族
向けアパートで18.6%である。市場シェアが20
～30%、30～40%、40%以上と高い自治体の割
合は、単身向けアパートで23.0%、7.0%、2.5
%、家族向けアパートで23.9%、9.8%、6.7%
である。

大手事業者の市場シェアの分布を確認すると､

地方部ほど市場シェアが高い市区町村の割合が

高く、特に町村では市場シェアが40%を超える
こともある1)。そこで、回帰分析では自治体規

模をコントロールする必要がある。
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表1 基本統計量

大手事業者の市場シェアの空間分布（アパー

ト）を確認すると、市場シェアは中国・四国・

北陸等の地域で高く、市場全体の築年数分布と

は（ある程度）独立だといえる。市場シェアは

大手事業者のこれまでの累積供給量を表す側面

があり、市場シェアが高いことは、大手事業者

のアパート中で築年数の大きい住戸の割合が高

いことを示すと考えられる。

大手事業者の家賃プレミアム率の空間分布を

確認すると、大手事業者の市場シェアとの関係

は明確ではないことが確認される。

4 分析手法

市区町村レベルの変数を用いて、2つの分析
を行なう｡まず､市場全体の家賃 Ri（自治体 i）
の対数値を、市場シェアを用いて説明するモデ

ルを構築する。

lnR=α+βShare+∑βAge+∑γX

+e ⑴

αは定数項、Shareは市場シェア、Ageは市区

町村の平均築年数帯 g（築0～4年、築5～9
年、…、築40年以上）を表すカテゴリ変数、
Xは3.3節に示す自治体規模のコントロール変
数、eは誤差項である。β、β、γは対応する

係数である。βの係数が負で有意であれば、市

場シェアが高いほど市場全体の家賃が低いこと

を示す。

次に、市場全体の家賃 RA（築年数の影響を

調整済み）に対する大手事業者の家賃RA
(築年数の影響を調整済み）のプレミアム率を､

市場シェアを用いて説明するモデルを構築する｡
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RA−RA /RA=α+βShare+∑γX

+e ⑵

αは定数項、Shareは市場シェア、Xは自治体

規模のコントロール変数、eは誤差項である。

β、γは対応する係数である。大手事業者の家

賃プレミアム率を推定する際に築年数の影響を

補正しており、⑵式では市区町村の平均築年数

帯を説明変数に加えていない。βの係数が統計

的に有意でない場合、市場シェアと大手事業者

の家賃プレミアム率との間には明確な関係性が

あるとはいえず、当該事業者の物件の家賃と市

場全体の家賃との間にはシェアによる差はみら

れないことが示唆される。

⑴式・⑵式に対し、非線形性の考慮や地域別

のサブサンプル分析も行ない、被説明変数と市

場シェアとの関係性が頑健であることを確認す

る。

5 分析結果

5.1大手事業者の市場シェアと市場全体の家賃
との関係

表2に、⑴式に基づく、大手事業者の市場シ
ェアと市場全体の家賃との関係についての推計

結果を示す。列⑴・列⑵は単身向けアパート、

列⑶・列⑷は家族向けアパートについて、奇数

列は市場シェアを連続変数、偶数列は非線形性

を考慮し市場シェアをカテゴリ変数として推計

した結果である。被説明変数は家賃単価の対数

値の自治体別平均値である。

列⑴・列⑶より、大手事業者の市場シェアが

1%高まると、市場家賃は約0.3%下がること
がうかがえる（大手事業者の市場シェアは0～
1の値をとり､0.01は1%に対応する)｡列⑵・
列⑷より、市場シェアが高いほど家賃は単調に

低くなる傾向にあることが確認できる。なお、

経年減価については、新築時点～築9年までは
減価はみられないが、築20‒24年時点では新築
時点に比べ約15%減価することがうかがえる。
自治体規模については、人口の集中する都市部

ほど家賃が高い傾向にある。決定係数は85%を
超えており、十分に高いことが確認できる。

大手不動産企業が供給するブランド価値の高

い競合物件が多い都市部では、それらの家賃を

参照し家賃を上げやすい側面がある一方、地方

部では地場工務店等が供給する安価な競合物件

が多く、それらの家賃を参照し家賃を下げやす

い側面がある。そこで表3に地域別サブサンプ
ルの推計結果を示す。⒜単身向けアパート、⒝

家族向けアパートについて、列⑴は政令指定都

市、列⑵は政令指定都市以外で市場シェアが15
%未満の市区町村、列⑶は政令指定都市以外で
市場シェアが15%以上の市区町村をサンプルと
した推計結果である。全サンプルでの分析（表

2）と同様のコントロール変数を加えたが、各
地域内でも、市場シェアが高いほど家賃が低く

なる傾向は変わらないことが確認できる。

5.2大手事業者の市場シェアと大手事業者の家
賃プレミアム率との関係

表4に、⑵式に基づく、大手事業者の市場シ
ェアと大手事業者の家賃プレミアム率との関係

についての推計結果を示す。列⑴・列⑵は単身

向けアパート、列⑶・列⑷は家族向けアパート

について、奇数列は市場シェアを連続変数、偶

数列は非線形性を考慮し市場シェアをカテゴリ

変数として推計した結果である。被説明変数は

大手事業者の家賃プレミアム率で、0.01は1%
に対応する。

列⑴・列⑶より、大手事業者の市場シェアが

1%高まると、大手事業者の家賃プレミアムは
約0.01～0.03%高まるが、有意な差とはいえな
い結果となった（大手事業者の市場シェアは0
～1の値をとり、0.01は1%に対応する)。市
場シェアによらず大手事業者の家賃と市場全体

の家賃との間には差があるとはいえず、市場シ

ェアが高まると、大手事業者の家賃も市場家賃

も同程度下がることが示唆される。列⑵・列⑷

より、市場シェアに対する非線形性を考慮して

も、同様の傾向にあることが確認できる。
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表2 大手事業者の市場シェアと市場全体の家賃との関係

注）サンプルは市区町村単位であり、被説明変数は対数家賃（平米単価の平均値）である。各説明変数について、推計された
係数（標準誤差）を示しており、有意水準は**1%、*5%である。
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表3 大手事業者の市場シェアと市場全体の家賃との関係（サブサンプル分析）

注）サンプルは市区町村単位であり、被説明変数は対数家賃（平米単価の平均値）である。表2と同様のコントロール変数を
用いているが、表示を省略している。各説明変数について、推計された係数（標準誤差）を示しており、有意水準は**1
%、*5%である。

表5に、地域別サブサンプルの推計結果を示
す。⒜単身向けアパート、⒝家族向けアパート

について、列⑴は政令指定都市、列⑵は政令指

定都市以外で市場シェアが15%未満の市区町村､
列⑶は政令指定都市以外で市場シェアが15%以
上の市区町村をサンプルとした場合の推計結果

である。全サンプルでの分析（表4）と同様の
コントロール変数を加えたが、各地域内でも、

市場シェアによらず、大手事業者の家賃と市場

全体の家賃との間には差があるとはいえないこ

とが確認できる。

おわりに

賃貸住宅事業者は、個別オーナーとのサブ

リース契約の下で、長期的な家賃収入の最大化

を考え各物件の家賃を設定すると想定される。

理論的には、市場への影響力が大きい立場にあ

る大手賃貸住宅事業者は、市場家賃をコント

ロールし高止まりさせることが可能であり、米

国の住宅ローン販売・仲介事業でみられるよう

に地域独占的な市場が形成されうる。

本稿では、日本の大手賃貸住宅事業者の市区

町村レベル住戸数シェアに着目し、賃貸住宅市

場における市場シェアと家賃の関係を分析した

Suzuki and Shimizu（2023）を紹介した。既往
研究とは異なり、①シェアが10%高くなると市
場全体の家賃が約3%下がること、②当該事業
者の物件の家賃と市場全体の家賃との間にはシ

ェアによる差はみられないこと、が明らかとな

った。当該事業者の空室を解消するために自社

物件の家賃を下げてしまい、ひいては市場全体

の家賃の低下を引き起こしている可能性が示唆

される。

本来は、市場への影響力の大きい立場にあれ

ば市場家賃をコントロールしやすいはずであり､

地域全体の家賃水準を維持するためにも、新築

住宅の供給時期をずらす・安易に値下げしない

といった戦略的なオペレーションができる可能

性があるといえよう2)。一般に、住宅の供給制

約が強いと、新規建設が限られ家賃・価格が高

騰する、すなわち消費者が負担するコストが増

加する (Hilber and Vermeulen2016; Saiz2010)｡
人口減少・高齢化社会に入り住宅需要がそれほ

ど高くない状況では供給制約がもたらすこれら

の負の側面は軽減され、新規建設が抑制されて

もそれほど家賃は高騰しないと考えられる。む

しろ、ある程度賃貸アパートの新規建設が抑制

されれば、供給過多となり家賃水準が低下して
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表4 大手事業者の市場シェアと大手事業者の家賃プレミアム率との関係

注) サンプルは市区町村単位であり、被説明変数は大手事業者の家賃プレミアム率( 品質調整済み)である。係数(標準誤差）
を示しており、有意水準は**1%、*5%である。

しまう現状が改善される可能性がある。

今後の課題として、駅勢圏といった空間的解

像度の高いサブマーケットの定義を用いること､

(最）大手事業者に加え全事業者の市場シェア

を考慮することがあげられる。また、価格を下

げてでも市場シェアを取りに行くという事業者

の行動メカニズムについて、空室を明確に捉え

たうえで家賃水準が下がるプロセスを分析する

ことも求められる。さらに、賃貸住宅事業者の

事業モデルの影響についても考慮する必要があ

る。賃貸アパートを建設しサブリース契約を締

結したことに対して事業者は収益を得られ、長

期的には設定家賃の見直しが可能である（設定

家賃の減額分はオーナー負担となる）側面があ

るとすると、賃貸アパートの新規建設が優先さ

れる可能性があると考えられる。
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注
1）需要の少ない地方部ほど市場シェアが高いという
関係があることから、需給バランスにより、どちら
の理論的可能性（メカニズム）が実現するかが変わ
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表5 大手事業者の市場シェアと大手事業者の家賃プレミアム率との関係 (サブサンプル分析）

注）サンプルは市区町村単位であり、被説明変数は大手事業者の家賃プレミアム率（品質調整済み）である。表4と同様のコ
ントロール変数を用いているが、表示を省略している。各説明変数について、推計された係数（標準誤差）を示しており､
有意水準は**1%、*5%である。

る側面もある。
2）大手事業者としては、家賃が少し下がっても十分
な管理戸数があれば、総利益は保たれる側面もある｡
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平松 燈

自動運転車の普及と住居地選択
論文

はじめに

鉄道の敷設や自動車の普及に伴う交通コスト

の低下により、長距離通勤が可能となり、都市

がスプロール化したといわれる。このように都

市交通コストの変化は都市構造に影響する。自

動運転車（AV）も運転手の負担を軽減するこ
とにより交通コストを低下させ、都市構造に影

響すると考えられる。AVによる通勤と都市の
スプロール化についての研究もなされている

(Faisal et al.2019; Wellik and Kockelman2020)｡
AVが都市に与える影響については、道路上の
自動車交通量、都市駐車場の土地利用、都市の

スプロール化、道路インフラなど、幅広い社会

的側面が検討されている (Milakis et al.2017;
Duarte and Ratti2018; Faisal et al.2019)。さ
らに、渋滞や汚染を軽減することで都市中心部

に人々を引き寄せるかどうかも調査されており

(Duarte and Ratti2018)、都市化と郊外化の両
方が可能という指摘もある（Kellett et al.2019;
Milakis et al.2018)。ただし、AVが都市構造
に与える影響は限定的である可能性もある

(Krueger et al.2019)。
Hiramatsu（2022）は、AVが都市構造のな
かでも、居住地選択と住宅床面積に及ぼす影響

について分析した。都市構造に影響する AV
の特徴は複数あり、運転中の時間の有効活用、

渋滞の緩和、高額な保有コストなどが挙げられ

る。また、AVがタクシーのように利用された
場合には、駐車場利用が減少する。影響の程度

は、AVの普及率や技術進歩によって異なる。
これらの AVの特徴には、スプロール化を促
すものが多いが、都心化を促すものもある。こ

れらの AVの特徴は同時に効果が現れる。そ
のため、どの特徴により、都市構造が変化する

のかを判断することは難しい。そこで AVの
複数の特徴をひとつずつ、別々にシミュレーシ

ョン分析を行なうことにより、各特徴の都市構

造へ及ぼす影響を明らかにした。

AVとカーシェアリングの組み合わせは、都
市構造に強い影響を持つと考えられ、｢真のモ

ビリティゲームチェンジャー」といわれること

もある（Cervero2017)。このような車両は、
自動運転タクシー（SAV）と考えることがで
き、オンデマンドで利用できる。SAVは駐車
場を必要としないため、SAVが普及すると、
都心部の駐車場用の土地を他の用途に活用でき

るようになる（Zakharenko2016; Zhang and
Guhathakurta2017)。

AVは自動車と同じく、ドアツードアの交通
が可能である。したがって、AVが普及すると､
人々や企業が鉄道駅付近に居住するメリットは

低下する。つまり、AVの普及により、密集し
た都市部を除いては、公共交通機関の重要性を

低下させる可能性がある(Heinrichs2016;Meyer
et al.2017)。また、Gelauff et al. (2017)は、自
動車の自動化が公共交通機関に及ぼす影響を無

視すると、政策提言が偏ったものになる可能性

があると主張する。なぜなら、より生産性の高

い自動車は都市からの人口流出につながり、都
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市部に整備された効率的な公共交通機関は人口

集中につながるからである。彼らは、全国規模

の空間計算可能一般均衡（SCGE）モデルであ
る LUCA(Teulings et al.2018)のパラメーター
を調整することにより、モビリティの自動化の

シミュレーション分析を行なった。同様の関心

から、Hiramatsu（2022）は、地域経済、土地
利用、交通に関する CGEモデル(Anas and Liu
2007）を修正して、AVの影響の分析に適した
モデルを作成した。例えば、AVと従来の自動
車を個別にモデル化することにより、駐車場市

場を内生化した。

また、利用者のタイプによって AVが土地
利用や移動時間に及ぼす影響が異なるという指

摘もある（Bansal and Kockelman2018; Kim et
al.2020)。そこで Hiramatsu (2022）は、高所
得者層と低所得者層の行動の違いをモデル化し

た。都市経済学の教科書では、自動車が普及す

ると、自動車を購入できる富裕層が郊外に移る

ことで、都心部の所得水準が低下する場合があ

ることに言及されることがあるからである。

Hiramatsu（2022）のひとつめの目的は、既
存の都市に適用できるシミュレーションモデル

を提案することである。さらに、消費者と生産

者の行動に AVの複数の特徴を組み込んだモ
デルを作成し、それらの特徴ごとにシミュレー

ションを実行して、AVの特徴が都市構造にど
のような異なる影響を与えるかを示すことを目

指した。

AV導入前後の都市構造を比較することは、
将来の都市経済について予測するために役立つ｡

新しい交通システムが都市経済に与える影響を

予測できれば、その導入を検討し、その後の適

切な政策を立案することができる。

しかし、政策立案者は、従来の交通システム

が新しいシステムに置き換わる可能性に対して

準備ができていない（Faisal et al.2019)。した
がって、Hiramatsu (2022）のふたつめの目的
は、地域が AV普及に対応するための考察を
得ることである。特に、所得水準が異なる住民

の居住地選択と各地域の住宅床面積の変化につ

いて検討する。

1分析方法

Hiramatsu（2022）は、保有者が利用する自
動運転車（AVD）と SAVの特徴を組み込んだ
仮想の都市経済モデルを構築し、シミュレーシ

ョン分析を行なった。このモデルの初期におけ

る設定では、AVの技術が低水準で、AVが普
及していないことを前提とした。したがって、

通勤する消費者は、既存の自動車を含む交通イ

ンフラに基づいて居住地を選択する。一般に、

消費者は住みやすく、働きやすいエリアを選択

する。例えば、路線数が少ない駅よりも、比較

的多くの路線が乗り入れる、利便性の高い駅の

ある地域が住居地として好まれる。バスで駅に

アクセスできる場合、近くに鉄道駅がなくても

その地域を居住地として選択することも考えら

れる。公共交通機関の利便性が低い地域や利用

できない地域では、自動車が必要である。AV
の技術進歩と普及に伴い、消費者の居住地の選

択に変化が見られるであろう。

このモデルは、AVの特性を交通ネットワー
クや地域における消費者や企業の行動に組み込

むことができるように構築されている。図1は､
公共交通機関で結ばれた19地域と公共交通ネッ
トワークを示している。19の地域は、その対称
的な性質によりＡ～Ｇの7つのグループに分類
される。地域グループ Aおよび Bは、中央ビ
ジネス地区（CBD）へのアクセスが良好で、
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図1 公共交通のネットワーク網

注）Hiramatsu（2022）の Figure1.より筆者訳。
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他の地域への接続も良好である。さらに、道路

網がすべての隣接地域を接続しているため、自

動車によりすべての地域間を移動できる(Anas
and Liu2007; Baillon and Cominetti2007)。

2モデル

2.1 交通部門
出発地から目的地まで移動する異なるタイプ

の消費者は、非モーターモード（徒歩や自転車

など)、公共交通機関、自動車、AVD、および
SAVの中から交通手段を選択する。交通手段
が自動車か AV（AVDおよび SAV）の場合、
道路網が利用される。各道路上の移動時間は交

通量に伴う渋滞の程度により変化する。ただし､

AVは技術進歩に伴い渋滞を引き起こしにくく
なるが、他の自動車が引き起こした渋滞には巻

き込まれる。

移動コストは金銭的コストと時間コストから

計算される一般化コストとして表される。この

うち時間コストは AVの技術進歩に従い、消

費者の余暇や労働者のオフィス労働時間

として活用できるようになる。

自動車や AVによる移動者は、各道
路上の一般化コストを考慮して移動ルー

トを決定する。移動ルートが決まると、

目的地での駐車場代も含めた往復の一般

化コストも計算される。その他のモード

と公共交通機関による往復の一般化コス

トは一定とする。

移動者は各モードの往復の一般化コス

トを比較してモードを選択する。これに

より地域間の移動にかかる平均金銭コス

トや時間コストも決定する。

2.2 消費者
各タイプの消費者は、それぞれの効用

を最大化する。消費者のタイプ gは、
所得水準 f、就業状況 e、勤務地 j、業種
k、居住地 i、住居の種類 h、および自動
車保有のタイプ cの組み合わせで構成さ

れる（図2)。自動車保有タイプには、自動車
保有なし、自動車保有、AV保有（AVD）が
ある。

消費者は、居住地域で購入する日常消費財、

各地域で購入する旅行消費財、住宅の広さ、余

暇時間を選ぶことで、コブ・ダグラス型の効用

関数を最大化する。消費者が直面する日常消費

財と旅行消費財の価格には、移動コストも含ま

れている。また、消費者は、自動車の維持費や

自宅での駐車場代も考慮して予算を決定する。

この問題から得られる消費者の日常消費財需

要や旅行消費財需要は、包括的な価格と収入を

用いることで、標準的なコブ・ダグラス型効用

関数の場合と同じ形に整理できる。

これらの需要から、AVによる乗車時間の活
用が増加するにつれて、日常消費財や旅行消費

財の購入コストが減少し、また、AVでの通勤
時間活用が増加するにつれて、可処分所得が増

加すると解釈できる。時間は労働を通じて金銭

と交換できるため、通勤時間を有効活用するこ
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図2 消費者タイプ gの内訳

所得水準
（f）

自動車（1） 自動車（c） 自動車（C） 自動車（1） 自動車（c） 自動車（C）

居住地域（1）
住宅（1）

居住地域（i）
住宅（h）

居住地域（I）
住宅（H）

居住地域（1）
住宅（1）

居住地域（i）
住宅（h）

居住地域（I）
住宅（H）

就業地域（1）
産業（1）

就業地域（j）
産業（k）

就業地域（J）
産業（K）

就業（e＝1） 非就業（e＝2）

… …

… …

… …

… …

… …
注）Hiramatsu（2022）Figure 2.より筆者訳。

とは予算の増加につながる。

[命題1］AV乗車時間の有効活用は、買い物
コストを削減し、可処分所得を増加させる。

余暇需要も同様に整理することで、標準的な

コブ・ダグラス型効用関数の場合と同じ形に整

理できる。ここから、余暇時間は、買い物、旅

行、通勤のための AVによる移動時間のうち､
有効活用される時間を差し引いたものであると

解釈することができる。AV利用による移動時
間の有効活用が余暇の代わりになっているとい

うことである。

[命題2］AV乗車時間の有効活用は、消費者
の余暇時間を短縮する。

消費者は、各タイプの間接効用関数を比較し､

所与である所得タイプ以外の消費者タイプの

組み合わせを選択する（図2)。
地域間の通勤回数は勤務地と居住地の組み合

わせから計算され、買い物や旅行の回数は、日

常消費財や旅行用品の需要によって決定される｡

2.3 生産者
各地域における各産業の生産者は、中間投入

財、労働力、床面積、および資本から、コブ・

ダグラス型生産関数により財・サービスを生産

する｡中間投入財には各地域､各産業の財・サー

ビスが含まれ、労働投入には高所得労働者と低

所得労働者が含まれる。労働者はオフィス内と

オフィス外（出張）で労働する。生産者の費用

最小化問題を解くことにより、次の命題が導か

れる。

[命題3］AV乗車時間の有効利用は、オフィ
ス外労働力コストを削減する。

[命題4］AV乗車時間の有効利用は、オフィ
ス内での労働需要を削減する。

地域間の出張回数はオフィス外で投入される

労働力から算出される。財・サービスの価格は､

利潤がゼロとなる平均費用として設定される。

2.4 ディベロッパー
消費者や生産者が AVの技術進歩や普及に伴
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図3 シミュレーションの手順

ベースの変数をチェックする。
例 : 各地域の人口

シミュレーションを開始する。
例：AV 技術の進歩

変数をチェックする。
例 : 各地域の人口

・交通モデル

各地域における市場の均衡
・消費者モデル
・生産者モデル

各変数の変化は十分に小さいか ?
例 : 各地の人口はほとんど変化していないか ?

Yes：収束

収束後の変数とベースの変数を比較する
例 : 各地域の人口はどのように変化したか

No

注）Hiramatsu（2022）Figure 3.より筆者訳。

い立地を変更するため、土地利用も調整される｡

土地利用の種類は、空き地、戸建住宅、マンシ

ョン、農地、製造業、サービス、駐車場とする｡

開発者は、空き地により価値の高い建物を建設

する一方で、需要の低下した建物を取り壊して

空き地にする。均衡状態では、各タイプの建設

と取り壊しの量が等しくなる。

これらの建物は市場価格で賃貸される。たと

えば、車を保有しない、または SAVで移動す
る消費者が増えると、駐車場の需要が減少し、

他の建物を建設するために駐車場が取り壊され

るであろう。

2.5一般均衡
一般均衡では、各地域の各市場において需要

と供給は等しくなる。均衡する市場は労働市場

(高所得者層と低所得者層)、不動産市場（戸建

住宅、マンション、農地、製造業用地、サービ

ス業用地、駐車場)、財・サービス市場（中間

投入財、日常消費財、旅行消費財）である。資

本市場では金利は一定としている。総移動回数

は、通勤、買い物、旅行、出張の回数を合計し

たものである。交通費用が合理的になる

ように移動者は移動手段と経路の選択を

行なう（図3)。

3シミュレーション分析

Hiramatsu（2022）では AVの特徴を
ひとつずつ取り上げて分析するために、

シミュレーション⒜～⒡が行なわれた。

また、シミュレーション⒡においては、

移動手段選択、居住地と住宅種類の選択､

および建築のそれぞれの弾力性を半分に

したシミュレーションも行なわれた。

シミュレーション⒜では、技術進歩に

より、AV乗車時間が他の活動により利
用できるようになる。これにより交通の

一般化コストが減少する（シミュレーシ

ョンの結果は Hiramatsu2022の Table2
参照)。交通の一般化コストが低下する

と、人口の郊外化が進む。これは、交通コスト

が低下することで、より多くの人が郊外に居住

することを選ぶという都市経済学の示唆や、

Gelauff et al.(2017) の AVに関するシミュレー
ション結果と一致する。郊外のほうが公共交通

機関が発達しておらず、自動車の利用率が高い

という仮定も、AVの利便性向上が郊外化を促
進させる要因となっている。

一方、CBDの人口も増加する可能性がある｡
この現象は消費者の所得の違いに注目すると理

解しやすい。高所得者層のほうが時間価値が高

いため、AVでの移動時間が有効活用できるよ
うになることに対して、低所得者層よりも強く

反応し、都心から郊外へ移転する。したがって､

都心部での住宅需要が減少し、家賃も安くなる｡

低所得者層では、AVの利便性向上と都心部の
家賃低下に反応し、都心化と郊外化が見られ、

中間の地域で減少する。その結果、郊外では高

所得者層の割合が増加し、都心部では減少する｡

都心部では、戸建住宅、マンションともに住宅

床面積が増加した。その他の多くの地域での住

宅床面積は、戸建住宅で減少し、マンションで
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増加する。AVへの支出が増えるにつれて、住
居費は減少する結果、マンションが好まれるよ

うになった。

シミュレーション⒝では、技術進歩により、

AVは渋滞を引き起こしにくくなる。ただし、
他の自動車が引き起こした渋滞には巻き込まれ

る (シミュレーションの結果は Hiramatsu2022
の Table3参照)。これにより、交通の一般化
コストが低下するので、郊外化が促進される。

一方で、渋滞緩和効果は、最も渋滞している

CBDで効果的で、CBDの利便性が向上する。
結果として、高所得者層は郊外化し、低所得者

層が都心化して、CBDでの人口減少は見られ
なかった。CBDの周辺地域では人口減少、郊
外では人口成長が見られた。住宅床面積は全地

域で増加した。渋滞の緩和による移動時間の短

縮が、労働時間と収入の増加につながり、住宅

需要が増加したと考えられる。

シミュレーション⒞では、AVの保有コスト
を半分（自動車の保有コストと同じレベルとな

る）にする（シミュレーションの結果は

Hiramatsu2022の Table4参照)。より多くの
AVが保有されることで渋滞が軽減され、交通
の一般化コストが低下し、郊外化につながった｡

一方、もともと AVを保有していた消費者は
予算に余裕が生まれ、より広い住宅を購入する

可能性がある。逆に、自動車を保有していなか

った消費者が AVを購入する場合には、予算
が圧迫され、住宅への支出は減少する。さらに､

AVを新規に購入することで、駐車場用の土地
需要も増加するが、これは住宅用の土地需要と

競合するため、住宅地の面積が減少する。AV
が普及すると公共交通機関への依存度が弱まる

ため、郊外化の力としても作用する。低所得者

層のほうが予算に敏感なので、多くの地域で低

所得者層のほうが高所得者層よりも強く反応し

た。住宅床面積は CBDと不便で家賃が安い地
域で増加した。

シミュレーション⒟では、AV普及のシミュ
レーションを行なった。そのため、自動車保有

者の半数を外生的に AV保有者に設定した。
ベースにおける自動車保有者の割合は郊外地域

で高いため、地域に占める AV保有者のシェ
アも郊外で増加した（シミュレーションの結果

は Hiramatsu2022の Table5参 照)。AVが 増
加することで渋滞が緩和し、郊外化が導かれる｡

一方、AVの保有コストは自動車の保有コスト
よりも高いので、AV保有者の予算制約は厳し
くなる。そのため、高価な AVの保有を避け
るために、公共交通機関が充実した都心部へと

居住地を変更する消費者も現れる。これらの2
つの効果は反対方向に働くが、結果として都心

化の力が上回った。特に低所得者層にとって高

価な AVを保有するコストが強く影響するた
め、都心に居住地を変更するインセンティブと

なる。AV保有への支出が増加するので、住宅
への支出は減少し、住宅床面積は減少した。例

外は人口が急増する都心地域である。

シミュレーション⒠では、自動車保有者の半

数が自分の自動車を持たず、SAVを利用する
(シミュレーションの結果は Hiramatsu2022の
Table6参照)。シミュレーション⒟と同様に､
AVの増加は交通渋滞を緩和し、交通コストを
削減し、郊外化につながる。一方、シミュレー

ション⒟とは異なり、自動車への支出がなくな

るため、住宅への支出が増加し、住宅需要が増

加する。さらに、自動車を保有しなくなるので

駐車場が不要となり、土地利用が変化する。こ

れは特に、利用可能な土地が少ない都心部に利

益をもたらす。その結果、都心化と郊外化の両

方の影響が見られた。駐車場の土地を他の用途

に利用できるようになるため、すべての地域で

住宅床面積が増加した。多くの地域でマンショ

ンのシェアが微増する一方、土地が豊富な郊外

地域では戸建住宅のシェアが増加した。

これまで AVのそれぞれの特性を個別に分
析してきたが、本来、これらは同時に分析され

るべきである。そこでシミュレーション⒡では､

シミュレーション⒜～⒟を同時に行なった（シ

ミュレーションの結果は Hiramatsu2022の Ta-
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ble7参照)。AVの複数の特性がもたらす効果
は、それぞれ相乗されたり、相殺されたりする｡

その結果、都心部や郊外では人口が増加し、中

間の地域では人口が減少した。低所得者層のほ

うが高所得者層よりも大きく反応したため、都

心部と郊外で低所得者層の割合が増加し、中間

の地域で高所得者層の割合が増加した。また、

これらの中間地域では住宅床面積が減少した。

さらに、シミュレーション⒡は、移動手段選
択、居住地と住宅種類の選択、および建築のそ

れぞれの弾力性を半分にしたシミュレーション

が行なわれた（シミュレーションの結果は

Hiramatsu2022の Table8参照)。移動手段選
択の弾力性が半分である場合、消費者は、たと

え AVの技術が進歩したとしても、移動手段
をあまり調整しなくなる。したがって、人口と

住宅床面積の変化は、シミュレーション⒡にお
ける変化よりも小さくなった。居住地と住宅の

選択の弾力性が半分である場合、AVが普及し
ても消費者は居住地域や住宅の種類を変更しな

い傾向が強くなる。人口の変化は直感通りであ

り変化が小さくなったが、床面積の変化は直感

とあまり一致せず、顕著な違いがみられなかっ

た。建築の弾力性を半分にした場合、住宅床面

積の供給が限られているため、人口や床面積の

変化が制限される可能性が考えられたが、シミ

ュレーション分析の結果、ほとんど影響は見ら

れなかった。

4結論

Hiramatsu（2022）では、AVの技術進歩と
普及が都市の人口分布と住宅床面積に及ぼす影

響を分析した。まず、既存都市に適用可能な仮

想都市におけるシミュレーションモデルを構築

した。その主な特徴は、⑴AVでの移動時間を
消費者の余暇時間、労働者のオフィス労働時間

として利用できること。⑵AVは渋滞を引き起
こしにくいことである。ただし、他の自動車に

よる渋滞には巻き込まれる。⑶SAVは駐車場
を必要としないこと。AVの最大の利点は、公

共交通機関の整備が不十分な地域での移動に便

利なことである。

Hiramatsu（2022）では、モデル分析により
AVが利用者にもたらすメリットが示された。
具体的には、移動手段として AVを活用する
と収入が増加し、買い物の一般化コストが減少

すること（命題1)、AV乗車時間を有効活用
することにより余暇時間と代替できるため、余

暇時間が減少すること（命題2)、出張費用が
減少すること（命題3)、AV乗車時間が有効
活用によりオフィスでの労働と代替できるため､

オフィスでの労働力投入が減少すること（命題

4）である。
また、住宅地の選択と開発に対する AVの
影響についての洞察を得るために、シミュレー

ション⒜～⒡が実行された。AVの特徴をひと
つずつ検証するために、シミュレーション⒜で

は運転時間をより有効に活用できる、⒝では

AVによって渋滞が緩和される、⒞では AVの
保有コストが減少する、⒟では AVDシェアが
増加する、⒠では SAVシェアが増加する、⒡
では複数の技術進歩や普及が同時に進行すると

いう分析を行なった。さらに⒡においては、移

動手段選択、居住地と住宅種類の選択、および

建築のそれぞれの弾力性を半分にしたシミュ

レーションも行なわれた。シミュレーション結

果は、おおむね先行研究と一致し、AVの技術
進歩や普及は人口の郊外化を促すことが多かっ

た。一方で、都心で人口が増加するシミュレー

ション結果もみられた。

公共交通機関の存在や住民の性質など、特定

の条件が異なる場合には、都市化と郊外化が逆

転する可能性がある（Kellett et al.2019)。
Hiramatsu（2022）の限界の1つは、シミュ
レーションが仮想都市で行なわれていることで

ある。したがって多くの先行研究同様、実在す

る都市のデータを適用する必要がある。そのよ

うな場合でも、起こり得る現象について分析し､

効果的な政策について検討することが重要であ

る。特定の都市をモデルにした研究からも、他
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の都市にも当てはまるような、一般的な問題発

見や改善策の提案は可能である。

謝辞
住宅経済研究会では諸先生方より貴重なコメントを

いただいた。本稿は Hiramatsu（2022）をテイラー・
アンド・フランシ ス・グ ル ー プ（Taylor&Francis
Group）の許可を得て和訳し紹介したものである。本稿
は科研費（21K01515）を受けた研究の一部であり、
Hiramatsu（2022）は科研費（17K02150、21K01515）
を受けた研究の一部である。

参考文献
Anas, A., and Y. Liu (2007）“A Regional Economy,

Land Use, and Transportation Model（RELU-TRAN
©）: Formulation, Algorithm Design, and Testing,”
Journal of Regional Science, Vol.47(3), pp.415‒455.
doi:10.1111/j.1467-9787.2007.00515.x.

Baillon, J.B., and R. Cominetti（2007）“Markovian Traf-
fic Equilibrium,” Mathematical Programming, Vol.
111（1‒2), pp.33‒56. doi:10.1007/s10107-006-0076-2.

Bansal, P., and K. M. Kockelman(2018）‶Are We Ready
to Embrace Connected and Self-Driving Vehicles? A
Case Study of Texans,”Transportation, Vol.45(2),pp.
641‒675. doi:10.1007/s11116‒016‒9745-z.

Cervero, R.(2017）“Mobility Niches: Jitneys to Robo-
Taxis,” Journal of the American Planning Associat
ion, Vol.83(4), pp.404‒412. doi:10.1080/01944363.2017.
1353433.

Duarte, F., and C. Ratti（2018）“The Impact of Autono-
mous Vehicles on Cities: A Review,” Journal of Urb
an Technology, Vol.25(4), pp.3‒18. doi:10.1080/1063
0732.2018.1493883.

Faisal, A., T. Yigitcanlar, M. Kamruzzaman, and G. Cur-
rie（2019）“Understanding Autonomous Vehicles: A
Systematic Literature Review on Capability, Impact,
Planning and Policy,” Journal of Transport and Land
Use, Vol.12(1), pp.45‒72. doi:10.5198/jtlu.2019.1405.

Gelauff, G., I. Ossokina, and C. Teulings（2017）“Spatial
Effects of Automated Driving: Dispersion, Concent
ration or Both,” https://english.kimnet.nl/publicatio
ns/documents-research-publications/2017/09/25/sp
atial-effects-of-automated-driving-dispersion-concent
ration-or-both. The Hague: Kim‒Netherlands Insti-
tute for Transport Policy Analysis.

Heinrichs, D. (2016）“Autonomous Driving and Urban
Land Use,” Autonomous Driving, pp.213‒231. doi:
10.1007/978‒3‒662‒48847‒8_11. Berlin, Heidelberg:
Springer.

Hiramatsu, T. (2022）“Impact of Autonomous Vehicles
on the Choice of Residential Locality,” Transportation
Planning and Technology, Vol.45(3), pp.13‒26.

Kellett, J., R. Barreto, A. V. D. Hengel, and N. Vogiatzis

(2019）“How Might Autonomous Vehicles Impact
the City? The Case of Commuting to Central Ade-
laide,” Urban Policy and Research, Vol.37(4), pp.442‒
457. doi:10.1080/08111146.2019.1674646.

Kim, S. H., P. L. Mokhtarian, and G. Circella (2020）“Will
Autonomous Vehicles Change Residential Location
and Vehicle Ownership? Glimpses from Georgia,”
Transportation Research Part D: Transport and En-
vironment, Vol.82. doi :10.1016/j. trd.2020.102291,
102291.

Krueger, R., T. H. Rashidi, and V. V. Dixit（2019）
“Autonomous Driving and Residential Location Pref-
erences: Evidence from a Stated Choice Survey,”
Transportation Research Part C: Emerging Tech-
nologies, Vol.108, pp.255‒268. doi:10.1016/j.trc.2019.09.
018.

Meyer, J., H. Becker, P. M. Bösch, and K. W. Axhausen
(2017）“Autonomous Vehicles: The Next Jump in
Accessibilities?” Research in Transportation Eco-
nomics, Vol.62, pp.80‒91. doi:10.1016/j.retrec.2017.03.0
05.

Milakis, D., M. Kroesen, and B. van Wee（2018）“Impli-
cations of Automated Vehicles for Accessibility and
Location Choices: Evidence from an Expert-Based
Experiment,” Journal of Transport Geography, Vol.
68, pp.142‒148. doi:10.1016/j.jtrangeo.2018.03.010.

Milakis, D., B. Van Arem, and B. Van Wee（2017）“Pol-
icy and Society Related Implications of Automated
Driving: A Review of Literature and Directions for
Future Research,” Journal of Intelligent Transporta-
tion Systems, Vol.21(4), pp.324‒348. doi:10.1080/15472
450.2017.1291351.

Teulings, C. N., I. V. Ossokina, and H. L. F. de Groot
(2018）“Land Use, Worker Heterogeneity and Wel-
fare Benefits of Public Goods,” Journal of Urban Eco-
nomics, Vol.103, pp.67‒82. doi:10.1016/j.jue.2017.10.004.

Wellik, T., and K. Kockelman (2020）“Anticipating
Land-Use Impacts of Self-Driving Vehicles in the
Austin, Texas, Region,” Journal of Transport and
Land Use, Vol.13(1), pp.185‒205. doi:10.5198/jtlu.2020.
1717.

Zakharenko, R.(2016）“Self-Driving Cars Will Change
Cities,” Regional Science and Urban Economics, Vol.
61, pp.26‒37. doi:10.1016/j.regsciurbeco.2016.09.003.

Zhang, W., and S. Guhathakurta(2017）‶Parking Spaces
in the Age of Shared Autonomous Vehicles: How
Much Parking Will We Need and Where?" Transpor-
tation Research Record: Journal of the Transporta-
tion Research Board, Vol.2651(1), pp.80‒91. doi: 10.
3141/2651‒09.



28 季刊 住宅土地経済 2024年夏季号 №133

直井道生

災害リスク情報と地域間人口移動
論文

はじめに

わが国は、世界的にみても地震・津波災害の

発生頻度が高く、かつその被害も大きくなりや

すい地理的・社会経済的特質がある。地理的に

みると、4つのプレートの境界部に位置するわ
が国は、歴史上、巨大な地震をたびたび経験し

てきた。社会経済的には、沿岸大都市部への人

口や経済活動の空間的な集中により、ひとたび

大規模な地震に見舞われると、その被害が甚大

になりうるという特徴がある。また、地震・津

波災害は、その被害規模の大きさもさることな

がら、特に津波を伴う場合には被害が広域にわ

たるため、発生時には公的な災害応急対応が機

能しなくなる可能性が高い。そのため、事後的

な災害対応に加えて、地域住民による事前防災

の取組がきわめて重要であるとされる。

効果的な事前防災対策を進めるには、予想さ

れる地震災害の危険性や被害規模についての情

報提供が不可欠である。なかでも、発生頻度が

低い巨大地震については、被害の規模や広がり

が不確実であるため、こうした情報提供は重要

である。そのうえで、予想される被害が実際に

軽減されるか否かは、こうした災害リスク情報

の提供に応じて、地域住民の防災行動がどのよ

うに変化するかにかかっている。

ここで、地域住民による防災対策としては、

避難計画の策定や住宅耐震化の促進などの対策

が重視されてきたが、より根本的な対策として､

危険度に応じた居住地の選択がありうる。いま､

地域住民が災害リスクに応じた立地選択を行な

っているのであれば、災害リスク情報の公表は､

危険性の高い地域からの転出の増加と、そうし

た地域への転入の減少を通じて、社会全体でみ

た被害の絶対量を軽減する可能性がある。

このような問題意識に基づき、いくつかの先

行研究では、立地選択ないしは地域間移動に焦

点を当てて、災害リスクとの関連を検討してい

る。例えば、Boustan et al.(2012）では、1920
年代から1930年代に発生した米国における大規
模な自然災害が、被災地における人口移動に及

ぼした影響を検討している。Fan and Davlash-
eridze（2016）は、米国の連邦緊急事態管理局
による洪水危険度に関する指標を用いて、ハリ

ケーンおよび洪水リスクが立地選択に及ぼす影

響を検討している｡また､Xu and Wang(2019）
では、阪神淡路大震災の発生が、被災地域の人

口水準と域内における人口分布に与えた長期的

な影響を検証している。

これらの研究は、いずれも実際の大規模災害

発生後の地域間人口移動に焦点を当てたもので

あり、全体として被災地からの人口流出の増加

と、被災地への流入の減少が示されている。こ

うした人口移動パターンの変化の背景には、将

来発生する同様の災害に対するリスク認知の変

化があるものと考えられるが、大規模な自然災

害発生後には防災インフラへの大規模な投資、

被災地に対する災害救助やその他の財政支援、

復旧・復興による労働市場の変化など、人口移

動に影響を与えうるさまざまな条件が変化して
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いる。そのため、これらの結果から災害に対す

るリスク認知の変化と地域間人口移動の関係を

直接読み解くことは難しい。

一方で、数は比較的少ないものの、将来発生

が予測される災害に対する「予期的な」移住に

焦点を当てた研究事例もある。こうした研究の

多くは、主に気候変動の文脈における災害リス

クの指標として、気温や降水量の地域的な変動

と移住の関連を検討している (Dillon et al.
2011; Dallmann and Millock2017; Bohra-Mishra
et al.2017)。ただし、こうした気候変動の指標
は時間を通じて徐々に変化が生じるものであり､

予期的な移住との因果関係を解明することは容

易ではない。

本研究でも着目する災害リスク情報の提供の

効果をみた最近の研究としては、Fairweather
et al.(2023）や Lee（2024）などがある。Fair-
weather et al.(2023）では、米国における代表
的な不動産情報サイトである Redfinで一部の
サイト訪問者に洪水ハザード情報を提供するフ

ィールド実験を行ない、こうした情報提供がサ

イト上での物件探索行動や物件の購入決定に及

ぼす影響を検証している。また、Lee（2024）
は1994年の全米洪水保険制度（National Flood
Insurance Program）の改正によって、洪水危
険区域内の住宅購入者に対するハザード情報の

提供が義務付けられたことに着目し、ハザード

情報の提供が洪水危険区域内の選択確率を低下

させることを示している。

これらに加え、いくつかの研究では不動産価

格への影響が検討されている。例えば、Singh
(2019）は、カリフォルニア州における活断層
地図の公表が不動産の取引価格と賃料の双方に

及ぼす影響を検討している。また、Nakanishi
(2017）は本研究でも対象とする想定津波高の
改訂が地価に及ぼす影響を検討している。いず

れの研究でも、不動産価格は情報提供によって

リスクを反映した形で変化することを示してい

る。ただし、これらいずれの研究も対象は不動

産価格であり、本研究が対象とする居住地選択

や人口移動への影響は必ずしも明らかでない。

これらの研究に対し、筆者らの研究 (Naoi et
al.2020）は、発生頻度は極めて低い一方で、
ひとたび発生した場合には甚大な被害が予想さ

れる巨大地震を対象に、リスク情報の提供が予

期的移住に及ぼす実証的証拠を提示した初めて

の論文である｡具体的に対象とする事例は､2012
年に公表された南海トラフ巨大地震の被害想定

であり、従前の被害想定からの情報の更新が、

市区町村レベルでの地域間人口移動にもたらし

た影響を検討している｡いま､こうした被害想定は､

自然災害の潜在的リスクを国民に周知するため

の手段であり、人々がそのようなリスク情報に

どのように反応するかは、自然災害に関するリ

スクコミュニケーションのあり方や、情報提供

を通じた自発的な防災行動の促進といった点で､

重要な政策的示唆を持つものと考えられる。

以下では、第1節で2012年に公表された南海
トラフ巨大地震の被害想定についてごく簡潔に

説明する。第2節では分析に用いたデータと変
数を説明する。そのうえで、第3節で Naoi et
al.(2020）の分析方法のエッセンスを紹介し、
主要な分析結果を提示する。第4節では、分析
結果が示す政策的含意について議論する。

1 南海トラフ巨大地震の被害想定

南海トラフ巨大地震は、フィリピン海プレー

トとユーラシアプレートのプレート境界域にあ

る海底の溝状の地形（南海トラフ）を震源域と

する巨大地震である。南海トラフは、駿河湾か
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表1 想定津波高の変化

注）｢Δ津波高」は、従来の想定からの津波高の変化を示す｡
｢0m｣には想定津波高の引き下げ(1m)があった1市を含む｡

Δ津波高 市町村数 (%) Δ津波高 市町村数 (%)

 0 m
 1 m
 2 m
 3 m
 4 m
 5 m
 6 m

195 
46 
32 
23 
28 
14 
17 

(45.3)
(10.7)
(7.4)
(5.3)
(6.5)
(3.3)
(4.0)

 7 m
 8 m
 9 m
 10m
 11～14m
 15m以上
 総数

14 
12 
11 
11 
16 
11 
430 

(3.3)
(2.8)
(2.6)
(2.6)
(3.7)
(2.6)

(100.0)

ら遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域を経

て日向灘沖まで連なっており、想定される被害

は東日本から西日本にかけての太平洋側の広大

な地域に及ぶ。歴史的な記録によれば、南海ト

ラフ沿いを震源とする巨大地震は7世紀頃から
繰り返し発生しており、その間隔は約100～200
年であるとされる。直近の発生は1944年の昭和
東南海地震および1946年の昭和南海地震であり､
現時点で約80年が経過している。
南海トラフ沿いを震源域とする地震の被害想

定としては、従来、2003年に公表された「東南
海・南海地震等に関する専門調査会」による結

果が存在した。東日本大震災の発生を受け、こ

れまでの科学的知見の整理・分析が不可欠であ

るとの認識が生じ、政府は2011年8月に「南海
トラフの巨大地震モデル検討会｣を設置し､2012
年3月に第1次報告が、同年8月に第2次報告
が公表されている。2012年の被害想定は、利用
可能な科学的知見に基づき、発生しうる最大ク

ラスの地震・津波を推計することを基本的な考

え方としており、その結果として、従来の想定

から範囲・規模ともに大幅な見直しがなされて

いる｡なお､2012年8月の想定では､人的被害・
建物被害・経済的被害等の推計結果（全国およ

び都道府県別）があわせて公表されているが、

市区町村別の推計結果の利用可能性という観点

から、本稿ではこうした推計の前提となる津波

高の想定に焦点を当てて分析を行なう。想定さ

れる津波高の推計は、厳密には被害想定には含

まれないが、以下では広義の被害想定として、

想定津波高や地震動などを含めて被害想定とい

う語を用いている。

表1は、2003年に公表された従前の想定と比
較した想定津波高の変化を市区町村別に集計し

たものである。それによれば、2012年の被害想
定の対象地域に存在する430自治体のうち、半
数以上で従来の津波高に関する想定が引き上げ

られていることがわかる。このうち、内陸部に

位置する179の自治体では、1つを除いて2003
年と2012年の被害想定のいずれでも津波による
浸水は想定されていない。したがって、沿岸部

の251自治体に限定すると、そのほとんどで想
定津波高が引き上げられたことになる。具体的

に、想定津波高が変化しなかった自治体は17に
とどまり、残りの234自治体では少なくとも1
m以上の想定津波高の引き上げが公表されて
いる。また、その変化の幅も大きく、全体の約

1/4 (24.7%) で5m以上、10%弱で10m以上
の想定津波高の引き上げが報告されている。

2 データと変数

2.1 市区町村別人口移動
分析の対象となる地域間人口移動の指標とし

ては、｢住民基本台帳人口移動報告」(総務省統

計局）による市区町村別の転入および転出の情

報を用いた1)。具体的には、1年間の転入数か
ら転出数を差し引いた転入超過数を、同じ年の

1月1日時点の人口で除した社会増減率を用い
ている。また、同様の方法で転入および転出の

自治体人口に対する比率を計算し、転入率・転

出率も分析に用いた。

2.2被害想定
2012年の南海トラフ巨大地震の被害想定では､
日本全国を対象として10mメッシュによる津
波高の推計がなされたが、報道等によって広く

知られることになったのは、これを市区町村単

位で集計した想定津波高の情報である2)。また､

第1節でも述べた通り、本論文の分析対象地域
では、2003年の東南海・南海地震に係る被害想
定によって、想定される津波高の情報がすでに
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図1 分析対象の自治体

注）Naoi et al.(2020）の Figure 2より作成。
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公表されていた。こうした状況を踏まえ、分析

に当たっては市区町村別の想定津波高の、従前

の公表値からの変化（引き上げ幅）を説明変数

として採用した。従前からの変化を説明変数と

するのは、被害が想定される地域の住民にとっ

ては、2012年に公表された津波高の水準よりも､
従前からの変化が移動を決定する際の要因にな

ると考えられるからである。

2012年の被害想定では、津波高の情報に加え
て、想定される地震動の大きさ（震度）も公表

されている。これについても、津波高のケース

と同様に各市区町村で予想される最大震度の形

で集計したうえで、2003年の被害想定で震度6
弱以下とされた自治体のうち、2012年の想定で
震度6強以上とされた自治体について1を取る
ダミー変数を定義した。

2.3分析データ
分析に当たっては、2015年1月1日時点の行

政界を基準とした市区町村別パネルデータを構

築した3)。分析期間は2008年～2015年であり、
これは2012年の被害想定の公表の前後4年間を
含む。分析対象となる市区町村は、次のような

方法で選択した。まず、｢南海トラフ地震対策

特別措置法」に基づく「推進地域」あるいは

｢特別強化地域」に指定された自治体のうち、

沿岸部に位置する251の自治体を選択した。こ
れらの自治体は、いずれも2012年の被害想定に
おいて地震・津波による被害が想定されており､

この追加的な情報による直接的な影響が予想さ

れる自治体である。対して、これらの沿岸自治

体に対する隣接する179の内陸自治体は、同様
に地震による被害は想定される一方、津波によ

る被害は想定されていない。分析では、これら

の沿岸自治体と内陸自治体における人口の社会

移動を比較することで、2012年の想定津波高の
影響を検討する。図1は、分析の対象となる沿
岸自治体と、隣接する内陸自治体を示した地図
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図2 社会増減率の推移

注）沿岸自治体は、津波高の想定対象となった沿岸部の251
自治体。内陸自治体は、沿岸自治体に隣接する内陸部の
179自治体。
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である。

図2は、沿岸自治体と内陸自治体のそれぞれ
について、分析期間である2008年～2015年の社
会増減率の推移を示したものである。これによ

れば、沿岸自治体と内陸自治体の社会増減率は､

2012年の被害想定の公表前にはおおむね似たよ
うな水準で推移してきたが、公表後には沿岸自

治体の社会増減率が相対的に低下し、結果とし

て両グループ間の社会増減率に格差が生じてい

ることがわかる。次節以降の分析では、図2で
見られた変化をより詳細に検討する。

3 津波高に関する情報公開と人口移動

3.1差分の差分法による分析モデル
Naoi et al.(2020)では､差分の差分(Difference

-in-Differences, DID）法の枠組みで、公表され
た被害想定が人口移動に及ぼす影響を検証して

いる。DID法は、何らかの「介入」が成果変
数に及ぼす因果的効果を検証するために、介入

の有無のみが異なると考えられる2グループ
(介入群および比較対照群）に着目し、介入の

前後での成果変数の変動を比較するものである｡

ここでの分析では、介入変数は公表された被害

想定（従前の想定からの津波高の引き上げ)、

成果変数は地域間人口移動に相当する。

いま、分析の被説明変数を y、被害想定に

かかわる変数を Δsとすると、基本的な推定

式は以下のようになる。
y = α+τΔs×d

+x β+ϕ+ε
⑴

ここで、添え字の pは都道府県、mは市区町

村、tは時点を表す。分析の被説明変数である

yとしては、社会増減率・転入率・転出率の

3つを用いた。一方、被害想定に関する変数
Δsは、市区町村mにおける従前の想定津波

高からの引き上げ幅を表している4)。また、d
は被害想定公表後（2012年以降）であれば1を
とるダミー変数、xは被害想定以外の説明変

数、αは市区町村固有の効果、ϕは都道府県

と時点の組み合わせに対して固有の効果、ε
は誤差項､ τおよび β は推定される係数である5)｡

いま、Δsと dの交差項は、被害想定の公表

後 d =１  にのみ生じる想定津波高の引き上

げ Δs の影響を計測するためのものであり、

その係数 τは、公表された津波高の引き上げが

人口変化に及ぼす影響を示している。

DID法によって介入の因果効果を推定する
には、介入群と比較対照群の同質性が担保され

ている必要がある。図1に示した通り、津波被
害が予想される介入群の自治体は、東日本から

西日本にかけての太平洋沿岸に位置している。

津波被害の影響を検証するためには、これらの

介入自治体以外から比較対照群となる自治体を

選択することになる。ところが、地域間人口移

動には大きな地域差が存在することが考えられ､

単純に津波想定の対象外となるすべての自治体

を比較対照群に選ぶことは、介入群との同質性

という点で問題がある。そのため、すでに述べ

た通り、Naoi et. al（2020）では介入群の自治
体とできるだけ類似した人口変化のトレンドを

持ちつつ、津波被害は予想されない自治体とし

て、介入群の沿岸自治体と隣接する内陸自治体

を比較対照群として選択している。

3.2主要な分析結果
表2に、⑴式に基づく想定津波高の影響 τ 
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表2 想定津波高の変化と地域間人口移動

注）***および**は、それぞれ推定された係数が1%および5%水準で統計的に有意であ
ることを示す。カッコ内は市区町村レベルでクラスター化された頑健な標準誤差を
示す。推定に当たっては、注5に示した説明変数と市区町村固定効果および都道府
県固有の時間効果をコントロールしている。

社会増減率 転入率 転出率

(A)全年齢層
 津波高の引き上げ幅(m) -0.0258 *** -0.0133 *** 0.0126 ***
 ×想定公表後ダミー(2012年以降= 1 ） (0.0052) (0.0040) (0.0033)
 サンプルサイズ 3,440 3,440 3,440

(B)15～64歳
 津波高の引き上げ幅(m) -0.0201 *** -0.0117 ** 0.0084
 ×想定公表後ダミー(2012年以降= 1 ） (0.0064) (0.0052) (0.0054)
 サンプルサイズ 3,008 3,008 3,008

(C)65歳以上
 津波高の引き上げ幅(m) -0.0056 0.0003 0.0060
 ×想定公表後ダミー(2012年以降= 1 ） (0.0044) (0.0025) (0.0037)
 サンプルサイズ 3,008 3,008 3,008

図3 津波高の引き上げ幅と社会増減率の変化

注）グラフの高さは引き上げ幅に変化がなかった場合と比
較した社会増減率に対する影響の大きさを、ひげ( 縦棒）
は95%信頼区間を示している。
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に関する推定結果をまとめている。パネルAで
は、市区町村の全人口を対象にした社会増減率､

転入率、転出率を被説明変数に用いた場合の推

定結果を示している。それによれば、想定津波

高が1m引き上げられることで、社会増減率
が約0.026%ポイント低下する。この影響は一見
非常に小さいように見えるが、分析対象地域に

おける期間中の社会増減率の平均値は−0.227

%であり、1mの引き上げは社会増減率を約
11.4% = 0.026/0.227 低下させることになる。

社会増減率の低下は、転入の減少と転出の増

加の双方によって生じるが、これらを区別して

議論するために、表2の2列
目および3列目では、転入率
と転出率をそれぞれ被説明変

数として用いた場合の結果を

示している。これによると、

想定津波高の引き上げは転入

を減少させ、転出を増加させ

る方向に働いており、その影

響の大きさはほぼ同程度であ

った6)。ただし、本稿では結

果は割愛しているが、公表後

の影響の推移をみると、転出

への影響は公表後の3年間の
みで見られていたのに対し、

転入への影響は分析期間中継

続して見られている。

パネルBおよびCでは、年齢別の人口移動へ
の影響を確認するため、15～64歳人口における
移動率（パネルB）および65歳以上人口におけ
る移動率（パネルC）を被説明変数とした結果
をそれぞれ示している7)。結果として、想定津

波高の引き上げは15～64歳人口の移動には影響
した一方、65歳以上人口の移動に対しては有意
な影響を持たず、かつ推定された影響の大きさ

も非常に小さかったことがわかる。加えて、年

齢別の転入率と転出率を被説明変数に用いた結

果からは、想定津波高の引き上げは、特に生産

年齢人口の転入を抑制していたことが示唆され

る。

図3は、社会増減率に対する影響が、想定津
波高の引き上げ幅によってどのように変化する

のかを確認したものである。グラフの縦軸は、

想定津波高に変化がなかった場合と比較した、

社会増減率に対する影響の大きさを示している｡

これによれば、社会増減率に対する影響は、想

定津波高の引き上げ幅が大きくなるにつれて比

例的に増大するのではなく、8～10m以上の
大きな引き上げがあった場合にのみ、統計的に

有意に負の影響がみられることがわかる。

表2に示した分析結果では、既存住民にとっ
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表3 想定津波高の変化と水準の影響の比較

注）***は、推定された係数が1%水準で統計的に有意であることを示す。カッコ内は市
区町村レベルでクラスター化された頑健な標準誤差を示す。推定に当たっては、脚
注5に示した説明変数と市区町村固定効果および都道府県固有の時間効果をコント
ロールしている。

社会増減率 転入率 転出率

 津波高の引き上げ幅(m) -0.0221 *** -0.0075 0.0146 ***
 ×想定公表後ダミー(2012年以降= 1 ） (0.0070) (0.0054) (0.0054)
 津波高の公表値(m) -0.0047 -0.0072 -0.0025
 ×想定公表後ダミー(2012年以降= 1 ） (0.0075) (0.0057) (0.0052)
 サンプルサイズ 3,440 3,440 3,440

ては従前の想定から変化が重要なリスク情報で

あるという前提のもとで、想定津波高の引き上

げに着目した分析を行なっている。これに対し

て、新たに対象となる地域に転入する個人にと

っては、従前からの変化よりも、2012年に公表
された想定津波高の水準自体が重要なリスク情

報になっている可能性がある。表3では、この
ような可能性を検討するために、被害想定にか

かわる変数として、従前からの想定津波高の変

化に加え、公表された津波高の水準そのものも

説明変数に加えている。

表2の結果と比較して、想定津波高の変化は､
転出に対してはほぼ同様の影響を示す一方で、

転入への影響は小さくなり、かつ統計的な有意

性も失われる。一方で、想定津波高の水準は、

(引き上げ幅を所与とすると）転出にはほとん

ど影響を与えない。また、転入に対しては、統

計的に有意ではないものの一定程度の負の影響

を示した。これら結果は、既存住民にとっては

従前からの変化が、新規転入者にとっては新た

に公表された想定津波高の水準が、それぞれ重

要なリスク情報になっているという想定と整合

的であり、ここで得られた想定津波高の影響が

人々の地域間移動を通じたリスク回避行動を反

映したものであるということを裏付けている。

4 結論

本稿では、南海トラフ巨大地震に関する被害

想定の公表と地域間人口移動の関連を検証した

Naoi et al.(2020）による分析結果を紹介した。

それによれば、2012年に公表
された被害想定における津波

高の引き上げは対象地域にお

ける社会増減率を引き下げて

おり、かつその影響は転入の

減少と転出の増加の双方に起

因していることが示されてい

る。一方で、年齢別の分析結

果からは、65歳以上の高齢層
の転入・転出行動に対する影

響は限定的であることも示されている。

これらの分析結果からは、いくつかの政策的

な含意が導かれる。第1に、想定津波高が地域
間人口移動と関連するという事実は、津波のよ

うな大規模・広域的な災害に対して、リスク情

報の開示というソフト面の対策が有効であると

いうことを示唆する。災害対策に充てられる資

源に限りがある以上、その配分は科学的根拠に

基づいてなされる必要がある。一般に、防波堤

や防潮堤の建設によるハード面での津波対策に

は限界があり、かつその建設には膨大な費用が

必要とされる。そのため、被害想定やハザード

マップによる危険性の周知とそれに基づく居住

地の選択というソフト面の対策は、費用便益の

観点から有力な政策オプションとなりうる。

第2に、65歳以上の高齢層に関しては、必ず
しも想定津波高の引き上げが転入・転出行動の

変化につながっていないという事実は、上記の

ソフト面での対策の課題も浮き彫りにしている｡

一般に、高齢者は若年の人口グループと比較し

て自然災害に対して脆弱であると考えられる。

実際、東日本大震災における犠牲者の約65%は
60歳以上の高齢者であり、この割合は被災地域
における高齢者人口割合を大きく上回る（内閣

府2011)。そのため、災害リスク情報の開示に
当たっては、居住地の選択を通じたリスク回避

が困難な人口グループに対して、適切な対策を

講じる必要がある。

これまで、わが国の津波防災は海岸堤防や防

波堤、避難ビルの建設など、ハード面での対策
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が重点的に行なわれてきた。本研究の研究結果

は、潜在的なリスク情報の提供という施策が、

住民の自発的な居住地選択を通じて予想される

被害を低減する可能性を示しており、地域の防

災訓練や津波教育の拡充、自治体による避難計

画の策定などと合わせて、ソフト面での対策の

重要性を示唆するものであるといえる。

注
1）データの制約から、分析では日本人人口に限定し
た社会増減率および転入・転出率を利用している。

2）より具体的に、2012年の想定では、破壊される断
層域が異なる11のケースについて推計がなされてい
る。分析では、これらの11のケースの中で津波高お
よび震度が最大になるものを各市区町村の値として
用いている。これは、実際に報道がなされたものと
対応している（『日本経済新聞』2012年8月30日付朝
刊)。

3）政令指定都市については行政区単位での転入・転
出数が利用可能だが、分析に利用する一部の変数に
ついて、行政区単位での情報が得られなかったため､
ここでは政令指定都市については市単位での集計を
行なった。一方で、東京都特別区については、区単
位で集計を行なっている。また、分析期間中に、分
析期間中に市町村合併が起こった自治体については､
合併前の期間のデータを、2015年1月1日時点の行
政界に基づいて集計している。

4）実際の分析に当たっては、第2節で説明した想定
震度の引き上げに関するダミー変数についても、被
害想定の公表後ダミーとの交差項を説明変数に含め
ている。これにより、沿岸自治体、内陸自治体の双
方に対する想定震度の引き上げの影響をコントロー
ルしている。

5）実際の推定に当たっては、地域間人口移動に影響
を与える市区町村ごとの特性として、以下の変数を
xに含めている。年齢別の人口構成比（14歳未満お
よび65歳以上)、人口密度、一人当たり課税対象所得､
面積当たり鉄道駅数および空港数、道路総延長、面
積当たり製造業事業所数、今後30年間の震度6弱以
上の地震の発生確率（超過確率)。また、東日本大震
災による影響を考慮するために、対人口比の死傷者
数、津波浸水地域の居住者数、住宅の全半壊・一部
損壊数、災害救助法の適用の有無、福島第一原子力
発電所までの距離についても併せて考慮している。
これらの変数の詳細については、Naoi et al.(2020）
を参照のこと。

6）社会増減率の定義より、転入率に対する影響から
転出率に対する影響を差し引いたものが、想定津波
高の社会増減率に対する影響に一致する。

7）住民基本台帳人口移動報告による市区町村別・年
齢別の人口移動に関するデータは、2009年以降のみ

利用可能であったため、分析に用いたサンプルサイ
ズがパネルAと比べて減少している。
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木造住宅のサプライチェーンにおけるCO2
排出ホットスポット分析
Imada, S., K. Maeno, and S. Kagawa（2024）“CO2 Emission Hotspots Analysis on Supply Chains for
Wooden Houses in Japan,” Journal of Environmental Management, Vol.353,120151.
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はじめに

住宅建築部門由来の世界の CO2排出量は、エネル

ギー消費由来の総 CO2排出量の約4.3%を占めてお
り（IEA2023)、気候変動対策として当該部門から
の CO2排出量を削減することは重要である。政策の

多くは、家庭が住宅で使用するエネルギー由来の

CO2排出量削減に焦点を当ててきたが、最近の研究

では、建築段階の CO2排出量削減の重要性を強調す

るものが増えている。このような背景を受け、EU
では、建築物に使用された材料のエンボディドカー

ボンに関する情報開示の義務化を検討している

(European Commission2021)。一部の国では建築
段階の重要性に注目しているが、日本政府が掲げる

政策は、より断熱性の高い住宅（外壁、窓）や太陽

光パネルを設置する家庭に対する経済的な支援であ

る。

先行研究は建設活動に必要な製品の製造時に発生

するサプライチェーン由来の CO2排出量（建設活動

に伴う間接 CO2排出量)を推計している。Huang et
al.(2018）は、2009年における世界の建設部門由来
の CO2排出量は57億 t-CO2であり、この値は世界の

CO2排出量の23%を占めることを明らかにした。ま
た、建設部門の間接 CO2排出量は、建設部門由来の

CO2排出量の94%を占めていることも明らかにした｡
この結果から、建設サプライチェーン由来の CO2排

出量削減が重要であるといえる。

サプライチェーン由来の CO2排出に関する研究と

しては、プロセスベースのライフサイクルアセスメ

ント（LCA）と産業連関表を活用した産業連関分
析の2種類が主に存在する。プロセス LCAは、建
築物の情報（例えば、建設時に必要な材料の使用量

など）をもとに、建設時に発生する CO2排出量を分

析することができる。しかしプロセスベースの手法

は、使用しているデータや仮定（例えば、製品のシ

ステム境界）に大きなばらつきがあり、研究によっ

て異なる計算方法を採用している (Suh2009)。そ
のため、国内の建設部門を対象とした研究であって

も、その結果を比較することは難しい（Dixit et al.
2013)。加えて、プロセス LCAはサプライチェー
ン由来の直接間接 CO2排出量を過小評価する可能性

があることが指摘されている（Zhang and Wang
2016a)｡ これらを考慮して､ 本稿で紹介する Imada,
Maeno, and Kagawa（2024）(以下、本論文）では
建設サプライチェーンからの直接間接 CO2排出量を

評価するために、‶完全な”製品システム境界を考

慮した産業連関分析を用いている。

産業連関表を用いて建設サプライチェーン内の

CO2排出集約的な産業間取引（CO2排出ホットスポ

ット）を特定した先行研究は多く存在する。しかし､

それらの先行研究は道路やダム、住宅建設など多種

多様な建設活動を含む集約された部門を対象として

いる。機能単位は、すべての投入と産出を関連付け

る基準となるため、建設物の環境負荷の評価をする

際に機能単位の決定は重要である。しかし、建築物

の機能単位は対象物によって大きく異なる（例えば､

道路の機能単位は道路総延長であるのに対し、住宅

の機能単位は延床面積）ことに注意する必要がある｡

政策立案者などの意思決定者は、同じ機能単位を持

つ特定の建物（すなわち、住宅）のサプライチェー

ン由来の CO2排出量を削減するための効果的な政策

を打ち出す必要がある。そのため、本論文は、住宅

の機能単位を㎡と定義し、木造住宅に焦点を当て、

機能単位を考慮することで、より詳細な建築サプラ

イチェーンを明らかにし、当該サプライチェーンに

おける CO2排出ホットスポットを明らかにした。

本論文では、以下の3つの手法が用いられている｡
⑴環境拡張型産業連関分析を用いた、2015年におけ
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る日本の“平均的”な木造住宅建築時に発生するサ
プライチェーン由来の CO2排出の推計法。

⑵単位構造モデルを用いた、平均的な木造住宅のサ

プライチェーン構造の推計法。

⑶クラスター分析を用いた平均的な木造住宅の建築

サプライチェーンにおける CO2排出ホットスポッ

トの特定法。

なお､本稿は､ Journal of Environmental Manage-
ment 誌に掲載された英語論文である Imada,
Maeno, and Kagawa（2024）の日本語訳と複製さ
れた上記論文の数式が中心となっている点に注意さ

れたい。

研究手法

カーボンフットプリントの推計

消費ベースの CO2排出量を推計するために以下の

⑴式を用いる。

q=eI−A 
１
f=eLf ⑴

ここで、qは最終需要に伴い発生する直接間接 CO2

排出量を表した行ベクトルである。また、eは、直

接 CO2排出係数ベクトルである e= e を対角化し

たものを表している。また、eは i部門の生産1単
位（本研究では、100万円）に伴う直接 CO2排出量

(t-CO2）を表している。Iは単位行列を表しており､

A= a は投入係数行列を表しており、aは j部門

の生産1単位当たりに必要な i部門の中間投入を表

している。f= f  は最終需要ベクトルを表している｡

また f は、i部門の最終需要額を表している。

L= l はレオンチェフ逆行列を表している。また l

は j部門の最終需要1単位を満たすために直接間接
的に必要とされる i部門の生産量を表している。

単位構造モデル

本論文では、戸建て木造住宅の最終需要を満たす

ために直接間接的に必要な中間財のサプライチェー

ン構造を明らかにするために以下の⑵式を用いてい

る。

Q=eALf ⑵
ここで、行列Qの要素である ealf は、部門 jに

対する最終需要を満たすために直接間接的に必要と

なる部門 iから部門 kへの中間投入に付随する CO2

排出量 (すなわち､部門 jの単位構造)を示している｡

サプライチェーン構造におけるクラスター分析

本論文では、CO2排出に寄与しているつながりの

強い部門群を特定するためにクラスター分析を用い

ている。

G=
g=q+q i≠j 

g=０ i=j  ⑶

⑶式より推計した木造住宅の単位構造行列に基づ

く隣接行列Gに対してクラスター分析を適用して

いる｡Newman and Girvan(2004)と Newman(2006)
に従い、最適なクラスター数はモジュラリティ最大

化問題を解くことで決定している。このクラスター

分析により、n個の産業部門数が C１, C２, ⋯C と

m個のクラスター（すなわち、産業グループ）と

して分割される。

データ

本論文は、国立環境研究所によって推計および公

表された直接 CO2排出係数のデータと総務省が公表

している2015年の産業連関表を用いている。本論文
の特徴の一つである “平均的”な木造住宅は、国土
交通省が公表している2018年から2021年の新設着工
住宅1軒の平均延床面積である119㎡の家として定
義されている。本論文は、2015年に建てられた戸建
て住宅の総床面積4200万㎡を戸建て住宅1軒の平均
延床面積119㎡で除することで、当該年に建てられ
た平均的な木造住宅の数を35万2941軒と推計してい
る。また、産業連関表に記載されている2015年の木
造住宅部門の国内生産額（8.8兆円）を、新設木造
住宅軒数（35万2941軒）で割ることで、平均的な木
造住宅一戸当たりの建設費を2514万2857円と推定し
ている。よって、本論文の用いた最終需要ベクトル

は住宅部門（木造）にその木造住宅1戸の建設費を
割り当て、当該部門を除くすべての部門が0の列ベ
クトルである。

分析結果・議論

図1は、平均的な木造住宅1戸のカーボンフット
プリントと各部門の寄与度を表している。この図か

ら、平均的な木造住宅1戸のカーボンフットプリン
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表1 平均的な木造住宅のサプライチェーン構造における CO2排出
量上位3位の産業間クラスター

図1 平均的な木造住宅1軒のカーボンフットプリント

図2 新築住宅のカーボンフットプリントラベリング
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トは38t-CO2であることがわかる。加えて、電力、

銑鉄､セメント､道路貨物輸送､自家発電部門が CO2

排出に最も大きく寄与しており、カーボンフットプ

リントの65%を占めていた。
表1は、木造住宅の建築サプライチェーンにおけ
る CO2排出集約的なクラスター（すなわち、CO2排

出ホットスポット）のうち、CO2排出に寄与してい

る上位3つのクラスターを表している。この表から､
クラスター#1（クラスターコード：C1）が最も
寄与しており、5.68t-CO2であり、2番目がクラス
ター#4（クラスターコード：C4）で2.81t-CO2、

3番目がクラスター#2(クラスターコード：C2）
の2.27t-CO2であることがわかる。これら3つのク
ラスターだけで、カーボンフットプリントの約28%

占めている。C1は、銑鉄部門や粗
鋼（転炉）部門のような製鉄にかか

わる部門群で構成されている。C4
は、タイルや瓦が含まれる陶器部門

や建設用土石製品部門、木造住宅建

築部門などのような木造住宅の外壁

等に関係する部門群で構成されてい

る。C2は、セメント部門や生コン
クリート部門のようなセメント製品

にかかわる部門群で構成されている｡

サプライチェーン由来の CO2排出

量を効果的に削減するためには、政

府は建設会社に対し、自社製品（新

築住宅）のカーボンフットプリント

をカーボンラベリングとして報告し､

購入者に開示することを義務付ける

必要があることを述べている。この

ような措置をとることで、建設会社

は、ある会社が建築した新築住宅の

実際のカーボンフットプリントが、

本論文で提示したベンチマークのフ

ットプリントを上回っているかどう

かを評価することができるためであ

る。さらに、建設会社はカーボンフ

ットプリントの表示において、環境

的に重要なクラスターごとの排出量

の一部を明らかにすることを提案し
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ている。例えば、新築住宅のカーボンフットプリン

ト表示は以下のようにすることが提案されている

(図2)。

先行研究との相違点

本研究の結果と同様に、先行研究でも建設部門全

体の CO2排出量に電力、非金属製品（セメント部門

を含む)、鉄鋼部門が大きく寄与している結果とな

っている。例えば、Man et al. (2017）は、2013年
におけるオーストラリアの建設部門由来の CO2排出

量の32.9%はセメントやコンクリート、レンガ部門
が占めていることを明らかにしている。この結果は､

木造住宅建築部門と建設部門の2つの部門の CO2排

出に大きく寄与している主要部門に大きな違いがな

いことを示唆している。

本論文で推計された木造住宅の1㎡当たりの CO2

排出量は320kg-CO2/㎡であるのに対し、スウェー
デンの2階建て木造住宅の材料生産、輸送段階、建
築段階における1㎡当たりの CO2排出量は195.3kg
-CO2/㎡であった（Petrovic et al.2019)。これは本
論文が産業連関分析を用いているのに対して、

Petrovic et al. (2019）はプロセス LCAを用いてい
るという、システム境界の違いによるものである。

他にも、中国の商業施設（コンクリート躯体)、住

宅（せん断壁構造のアパート)、建築全体（せん断

壁構造）の1㎡当たりの排出量は、それぞれ400.95
kg-CO2/㎡､415.92kg-CO2/㎡､499.85kg-CO2/㎡で
あった（Zhang and Wang,2016a,b)。これらの結果
の違いから、住宅建築と土木建設（例えば、ダムや

橋）を分けずに分析を行なった場合、住宅部門から

の CO2排出量が過大評価される可能性があり、逆に

土木建設からの CO2排出量を過小評価する可能性が

あることがわかる。

結論

本論文によって推計された平均的な木造住宅の

カーボンフットプリントやそれに占めるクラスター

の排出量は、今後、住宅建築会社が新築住宅を建て

るときの環境負荷のベンチマークとなる｡近年､Net
Zero Energy House（ZEH）と呼ばれる太陽光発電
による電力創出や省エネルギー設備の導入によって､

家庭のエネルギー消費による CO2排出量削減を目指

した住宅の普及が進んでいる。これらの住宅は使用

段階では CO2排出は減少するが、建築段階では増加

するため、これらの設備を追加した場合、ライフサ

イクルで環境にどのような影響が発生するのかにつ

いて、今後の分析が期待される。
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センターだより

公益財団法人日本住宅総合セン
ターでは、1994年以降、自主研究
の継続調査として、定期借地権付
住宅の分譲事例についてデータの
収集と集積を行ない、データベー
スを構築・更新するとともに、事
例データの系統的分析を遂行して
きた。
2009年度調査より、データ利用
の利便性と速報性を重視して年2
回（前期、通年)、これまで報告
書に掲載してきた図表類および集
約表などを日本住宅総合センター
のホームページ (http://www.hrf.
or.jp/）上で紹介しており、2024
年5月現在、最新の調査成果とし
て2023年度における事例集を掲載
している。
なお、本調査研究においては、
定期借地権制度と個人・世帯の住
宅取得ニーズとの関連性を追究す
る視点から、調査開始以来一貫し
て分譲事例の動向把握を主眼とし

ているため、近年急増している定
期借地権付住宅の賃貸事例につい
ては調査対象外となっている。
1993年2月の定期借地権付住宅
第1号の発売から、2024年3月31
日までの間に収集した事例数は、
戸建て住宅とマンションを合わせ
た総数で6947件､6万921区画(戸)
にのぼる（戸建て住宅6137件、3
万2686区画､マンション810件､2万
8235戸)。
以下、最新年度である2023年度
(2023年4月～2024年3月)に収集
された物件の特徴を簡単に紹介する｡
2023年度における戸建て住宅の
収集事例数は、49件80区画で、前
年度同期（80件131区画）と比べ
51区画の減少となっている。都道
府県別の戸建て住宅発売区画数は､
第1位は愛知県の55区画、第2位
は京都府の8区画、次いで第3位
は埼玉県の5区画で、収集された
事例の約69％が愛知県となってい
る。前年度までの傾向同様、愛知
県での収集事例が過半数を占めて
いる。また土地面積については、
最大面積が200㎡を超える事例は

49件中23件と全体の約47％であり､
2011年以降比較的小規模な物件の
シェアが大きい傾向が続いている｡
マンションの収集事例数は28件
595戸である。前年度同期の24件
1148戸と比較すると、1件当たり
戸数は約48戸から約34戸となり、
1件当たりの販売戸数は減少して
いる。1件当たり戸数は2016年度
に約85戸であったが、翌年度以降
は20～50戸の間で推移しており、
定期借地権付新築マンションの小
規模傾向は継続している。都道府
県別マンション発売戸数は、第1
位が大阪府の565戸、第2位が東
京都の263戸、次いで第3位が愛
知県の46戸であった。また今回収
集した28件について、マンション
別の最大専有面積の平均は85.49
㎡であった。
本調査は調査方法の特性により､
定期借地権活用動向の全体像を把
握するための資料としては制約が
伴うものの、分譲住宅事例の地域
分布および建物の種別や規模等の
実態を検証するうえで有用なデー
タセグメントであると考えられる｡

◉調査研究成果のご案内
｢定期借地権事例調査」
http://www.hrf.or.jp/webreport/

先日読んだ学術論文では、震災後
の長期的な復興に地域の社会関係資
本 (social capital)が影響したという
イタリアの事例について検証してい
た。社会関係資本の質は汚職や政治
家のスキャンダル数の他に、選挙の
投票率や新聞購読数で測られていた｡
大きな災害を経験した地域には財

政援助が行なわれるが、社会関係資
本の水準が低い地域では、これが汚
職に使われ、有効に作用しないとの
ことだ。一方で、社会関係資本の質
が高い地域では住民の関心が監視の
役割を果たすことで汚職が抑制され､

生産性の上昇を通じて1人当たり
GDPが回復していたという。総括
として、日頃から汚職が多いなど社
会関係資本の質が低い地域が被災し
た際には、援助された公的資金の管
理について外部からのルールづけが
必要とされていた。
災害を多く経験する日本では、減
災、防災に限らず、効率的な復興を
促進することも重要な課題と思う。
災害に強い地域づくりに、私たちの
日々の関心や意識が影響することを
再認識し、背筋が伸びる思いがした｡
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